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地価が上昇に転じた昨今、パブ、ルの再燃を警戒する声がある。どのような

政策によって、バブルとその後の不況の再発を防止すべきだろうか。

1980年代後半に狂乱地価を発生させた原因は、金融の異常な緩和である。

一方、「失われた10年Jの主な原因は、地価の異常な上昇に対して、不動産

融資の総量規制によって対処したことである。政府の市場介入こそが、パブ戸

ルとその後の弊害を生み出したといえる。

しかし、バブルの弊害を招いた政府の失敗は、これだけではない。そもそ

もパフやル当時、企業が不動産のリスクを合理的に判断するためのデータが公

的に整備されておらず、その結果、企業が合理的に判断する体制やノウハウ

を持てなかった。そのために、多くの企業が不動産購入に狂奔した。

政府が不動産のデータコードを統一し、業種・業界の枠を越えて、不動産

情報をやり取りできる仕組みが実現すれば、不動産情報を自社内で共有でき

るだけでなく、グループ内や不動産業務のアウトソーシング先とも効率的に

データのやり取りを行なえるようになる。さらに、政府が主導して、賃料や

取引価格など、不動産取引市場におけるデータの収集および情報の開示をす

れば、企業自身が不動産のリスク評価を行なえるようになる。

不動産情報の公聞を整備すれば、個々の企業が合理的な不動産投資が行な

われることになるだけでなく、全体にとっても効率的な資源配分が行なわれ

るようになるだろう。さらに、不動産情報の整備は、地価狂乱をもたらした

要因のひとつを消却することにもなる。
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特別論文

マンション建替えの現状と課題
法的課題を中心に

井上俊之

はじめに

14年ほど前に「マンション建替えに関する市

街地再開発事業等の活用と制度的制約」と題す

る拙文を書いたことがある（『住宅』 1993年10

月号）。本稿の依頼を受けて改めて読み返して

みた。「マンション建替えの円滑化等に関する

法律」（以下「円滑化法」という）の制定前で

あった当時、市街地再開発事業の活用可能性と

限界の検討とマンション建替えを広範に進める

ための新たな制度整備の必要性について述べた

ものである。その中で建替えのための制度面の

検討課題として指摘した①事業施行主体の位置

づけ、②合意形成に関する措置、③権利調整に

関する措置、④登記手続きの整備の 4点につい

ては、円滑化法の制定および「建物の区分所有

等に関する法律J（以下「区分所有法Jという）

の改正により解決されたかに見える。しかしな

がら、円滑化法施行後5年近くたった今日、マ

ンション建替えの現場からは現行法制の使い勝

手の悪さや限界について指摘する声が少なから

ず聞こえてくることも事実である。

本稿においては、マンション建替えに係る法

整備の経緯とマンション建替えの現状を概観す

るとともに、今後、より円滑かつ広範にマンシ

ョン建替えを推進していくために検討が必要な

法的な課題について述べることとしたい。

なお、意見に係る部分については私見である

ことをあらかじめお断りしておく。
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lマンション建替えに係る法整備の経緯

等

最初にマンション建替えに係る法整備の経緯

について振り返って整理しておく。

(1）区分所有法の制定（昭和37年4月4日法律第

69号、昭和38年4月1日施行）

分譲マンションをはじめとする区分所有建物

について、民法の特別法として法的規準を示し

トラブルを未然に防ぐことを目的として区分所

有法が制定された。制定時は区分所有建物の建

替えについての定めはなく、民法の原則どおり

全員同意が必要であった。

(2）区分所有法の改正（昭和58年5月21日法律第

51号、昭和田年1月1日施行）

新たに建替え決議が導入され、 4/5以上の特

別決議で多数決により建替えを決する道が聞か

れた。しかしながら、多数決の導入に際し、い

わゆる費用過分性要件（老朽等により建物がそ

の効力を維持し、または回復するのに建替えよ

りも過分の費用を要すること）、同一敷地・同

一用途要件等の厳しい要件を課した。特に費用

過分性要件はどのような場合にこの要件が満た

されるか明確でなく、解釈をめぐり訴訟リスク

を抱えることになる。このため、建替え決議は

実際には適用事例が少なく、千里桜ケ丘住宅

（大阪府豊中市）、江戸川アパートメント（東京



都新宿区）など数件にとどまってきた。

(3）円滑化法の制定および区分所有法の改正（円

滑化法平成14年6月19日法律第78号、平成14

年12月18日施行、改正区分所有法・円滑化法

平成14年12月11日法律第140号、平成15年6

月1日施行）

昭和50年代から始まるマンション建替えの多

くは敷地の容積率に余裕があって新たなマンシ

ョンの床への還元率が高く区分所有者の負担が

ないか、または少ないものであった。パフツレ経

済の崩壊以降の地価の下落に伴い、こうした容

積率の活用効果も薄れ、マンション建替えの事

業環境は悪化することとなる。

また、膨大な老朽マンションの建替えを視野

においた時、余剰容積どころか指定容積を超過

した既存不適格マンションの建替えもいずれ避

けられなくなってくることは明らかである。阪

神・淡路大震災の被災マンションの建替えの経

験はその先取りとも言えるものであった。余剰

容積がない、または現に容積を超過しているマ

ンションにおける権利調整等の実務は、合意形

成の困難性等において容積活用型の事業とは次

元の異なるものであり、関係者から事業の法制

化が必要との指摘がなされてきた。

こうした状況の下、建替え要件の緩和および

明確化、建替事業を円滑に進めるための新たな

法的枠組みの必要性が各方面で議論されてきた。

国土交通省では平成13年 5月に住宅局内に

「マンション建替え円滑化方策検討委員会J（委

員長：小林重敬横浜国立大学教授）を設置し検

討を重ねた。

また、当時の総合規制改革会議においても議

論され、「現行の区分所有法の問題点を整理し、

見直しについての検討を進めるとともに、必要

に応じて住宅政策の見地からも、マンションの

建替えが円滑に実行できるための方策について

検討するJとされた（規制改革推進3か年計画、

いのうえ・としゆき

1955年生まれ。京都大学大学院

工学研究科建築学専攻修士課程

修了。 1981年建設省入省。前国

土交通省住宅局市街地建築課長。

2007年7月より住宅局住宅総合

整備課長。

平成13年3月30日閣議決定）。

これらの検討を受けて、まず円滑化法が制定

され、その後区分所有法の改正およびそれと合

わせた円滑化法の改正が行われた。

①円滑化法の制定

円滑化法の概要は以下のとおりである。

－区分所有者が一定の条件の下に法人格のある

マンション建替組合（以下「組合j という）

を設立できることとし、マンション建替えの

事業主体を確立した（ほかに個人施行者制度

がある）。

・権利変換計画を策定することにより、権利変

換期日において区分所有権、抵当権等の関係

権利が再建マンションに一括して移行するこ

ととした。

・再建マンションに係る土地、建物の登記を一

括して申請可能とした。

これらについては、都市再開発法に基づく市

街地再開発事業に準じたものであるということ

ができるが、後述するように権利変換の考え方

の基本的な組立ては異なるものである。

そのほか、国土交通大臣がマンション建替え

円滑化等に関する基本方針を定めること、保安

上危険等の有害な状況にあるマンションについ

て市町村長が建替え勧告できること、それを受

けたマンション建替えに係る支援等について定

めている。

②区分所有法の改正

円滑化法公布後の臨時国会において、区分所

有法の改正およびそれと合わせた円滑化法の改
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正が成立した。区分所有法改正の中心は建替え

決議要件の抜本改正である。費用過分性要件を

撤廃し単純に4/5以上の賛成で足ることとした。

併せて同一敷地・同一用途用件も廃止した。こ

れにより、隣接敷地の買取り等による建替えも

進められることとなった。また、団地内の建物

の建替え承認決議（一部建替えのための措置）、

団地の一括建替え決議の制度が新たに設けられ

Tこ。

③円滑化法の改正

円滑化法改正の要点は以下のとおりである0

．敷地の同一性要件の緩和に伴い隣接敷地を取

り込んだ建替えを可能とした。

－団地一括建替え決議に基づく団地の組合の設

立を可能とした。

・団地内の建物の建替え承認決議を行った場合、

権利変換の同意対象を当該建物に係る区分所

有者に限定することとした。

(4）支援制度の整備

円滑化法の制定に合わせ補助制度、税制等に

おいて必要な支援措置を講じた。その概要は以

下のとおりである。

・補助制度：優良建築物等整備事業（マンショ

ン建替えタイプ）について地区面積要件を緩

和するとともに、建替え決議前の段階での助

成内容を拡充した。

・債務保証制度：民間再開発促進基金（（社）

全国市街地再開発協会が実施）の対象に円滑

化法に基づくマンション建替えを追加した0

・税制：円滑化法に基づくマンション建替えに

ついて、権利の変換や転出に伴う権利の譲渡

等に係る所得課税、流通課税等の特例措置を

講じた。

2マンション建替えの現状

(1）マンションストックの概要

建替えの現状にふれる前にマンションストツ
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クの現状を概観しておく。わが国のマンション

ストックは約505万戸（平成18年末現在）、毎年

約20万戸のペースで増加している。現在築年数

30年以上のマンションは約56万戸であるが、 5

年後には約106万戸、 10年後には約162万戸と急

増する。

(2）これまでの建替えの状況

円滑化法によらないマンション建替えについ

ては昭和50年竣工の渋谷ホームズ（東京都渋谷

区、旧名称宇田川住宅）を最初の事例として、

平成18年度末までに107件が報告されている

（表参照。阪神・淡路大震災の被災マンション

105件を除く）。このうち、第一種市街地再開発

事業による建替えが9件、任意の手法が98件で

ある。第一種市街地再開発事業によるものは、

2件を除き同潤会住宅に係るものである。市街

地再開発事業については耐火建築物に係る要件

があり、築後年数が経っていない耐火建築物に

は原則として適用できないため、戦前に建築さ

れた同潤会住宅への適用が多くなったものと考

えられる。

建替えの平均像は表にあるとおり、築後年数

40年、従前90戸、従後152戸、戸数倍率1.7倍で

ある。このうち市街地再開発事業によるもの 9

件について見ると、同潤会の団地形式のものが

多いことを反映して規模は大きいが建替え倍率

は全体の平均と変わらない。建替え倍率1.7倍

ということは、従後の住戸規模が従前よりも大

きいであろうことを合わせ考えると従前に比べ

て相当の高度利用が図られていると推定される。

容積率の消化度合いが少ない従前マンションを

高度利用することにより新しい床への高い還元

率を実現させ、自己負担なしでまたは少ない自

己負担で建替えを行っているものが多いと考え

られる。従前マンションの供給主体を見ると、

旧日本住宅公団、地方住宅供給公社、同潤会と

いった公的主体のものが大半を占める。初期の



表ーマンション建替事業の平均像

(I週土交通省調べ、平成18年度末時点）

円滑化法によらない建 円滑化i去によらない建 円滑化j去によらない建

替え（第一種市街地再 替えのうち第一種市街 替えのうち円滑化法施 円滑化法による建替え

開発事業を含む） 地再開発事業 行後のもの

件 数 107i't 9f午 18件 26ft 

平均築年数 40年 70年 44年 40年

平均従前戸数（A) 90 241 114 83 

平均従後戸数（B) 152 403 205 124 

倍率（B/A) 約1.7倍 約1.7倍 約1.8倍 約1.5倍

公団 34 (32九） 1 (11%) 5 (28%) 5 (19%) 

従前マン 公社 41 (38拓） 。(O弛） 4 (22%) 10 (38%) 

ションの 同i閏会 10 (9%) 7 (78九） 1 (6%) 0 (0覧）

供給主体 民間 15 (14%) 。(0%) 7 (39%) 10 (38覧）

不明その他 7 (7%) 1 (11%) 1 (6%) 1 (4拡）

注1) 阪神ー淡路大震災の被災マンション、構造計算書偽装問題に係る分譲マンションの建替えは含まない。

2) I円滑化法によらない建替えのうち円滑化法施行後のものjは、円滑化法施行後に建替え決議あるいは全員合意が行われたもの。

3) 地区数には、竣工済みのものおよび建替え決議あるいは全只合意済みのものを含む。

4) 平均築年は、当初供給時点から建替え完成（ f定を含む）までの年数。

公団・公社の分譲マンションは容積率の消化割

合が低いものが多く、先に述べた事業の傾向と

も符合する。

(3）円滑化法施行後の建替えの状況

円滑化法施行（平成14年末）後の建替事業の

状況を見てみよう。円滑化法による建替えの年

度別の組合設立認可（または事業認可）件数は

平成15年度 4件、 16年度 5件、 17年度 8件、 18

年度9件（ほかに構造計算書偽装マンション関

係 5件）と少しずつではあるが増加傾向にある。

しかし、老朽マンションの膨大なストックを考

えると、建替事業のペースはいまだ低水準に留

まっていると言わざるを得ない。

円滑化法施行後も円滑化法を活用しない任意

手法による建替えも選択されている。円滑化法

施行後に建替え決議または全員同意を行ない、

任意手法を選択した事業は18件である（先述の

107件の内数）。円滑化法による組合設立認可等

済み26件と円滑化法によらない建替事業18件と

を比較すると、円滑化法によらないほうが事業

規模が大きく、戸数倍率が高い。高度利用が実

現でき還元率が高くなれば合意形成を図る上で

有利となる。建替え倍率の高い公的主体による

大規模団地において任意手法が選択された結果

である。円滑化法の意義は建替え決議後の事業

の安定運営の確保にあるわけだが、一方で、円

滑化法の活用により事業手続きが複雑化する、

その割に借家人の同意が必要である等仕組みが

万全ではない等の指摘があり、任意手法の選択

につながっていると見ることもできる。

(4）特徴的な建替え事例

なかなか使われなかった旧区分所有法の建替

え決議による建替え事例、円滑化法・区分所有

法改正をふまえた建替え事例の中から特徴的な

事例をいくつか紹介しておこう。

①新千里桜ケ丘住宅（大阪府豊中市、昭和42年

大阪府住宅供給公社分譲、 12棟272戸→ 7棟

524戸）

旧区分所有法による建替え決議を行い、その

有効性を最高裁まで争って認められた事例であ

る。平成8年4月建替え決議が成立。 12月に反

対者3名が建替え決議無効を求めて提訴。平成

13年6月最高裁判決により決議の有効性が認め

られる。平成17年12月事業完了。

②江戸川アパートメント（東京都新宿区、昭和

9年同潤会供給（当初は賃貸）、 2棟258戸→

マンション建替えの現状と課題 5 



3棟232戸）

平成14年3月旧区分所有法に基づく建替え決

議。不参加者が売渡請求に係る時価の算定方法

を主たる争点とした訴訟を提起。平成16年11月

最高裁判決で建替え参加者側の主張をほぽ認め、

時価の算定方法を明確に示した。平成17年5月

事業完了。

③諏訪町住宅（東京都新宿区、昭和46年東京都

住宅供給公社分譲、 3棟60戸→ I棟96戸）

円滑化法に基づく建替え組合設立の最初の事

例である。平成15年5月に全員同意で旧区分所

有法の建替え決議を行い、 9月に円滑化法を適

用し組合設立認可を受けた。 17年7月事業完了。

④萩中住宅（東京都大田区、昭和43年東京都住

宅供給公社分譲、 8棟368戸→ 2棟534戸）

改正区分所有法による団地一括建替え決議に

基づく最初の事業。従前戸数では市街地再開発

事業によるものを除き最大規模。平成14年に旧

区分所有法に基づく建替え決議が不成立。改正

区分所有法を受けて平成15年8月に団地一括建

替え決議。 11月組合設立認可、平成18年3月事

業完了。

⑤六本木7丁目（東京都港区、天城六本木マン

ション：昭和46年民間事業者分譲、ホーマッ

トガーネット：昭和55年民間事業者分譲、 1

棟30戸＋ l棟 9戸→ 1棟90戸）

別の 2棟のマンションを 1棟に建替えた事例。

あわせて改正区分所有法等を活用し、隣接地を

取り込んで建替え。規模は中規模だが市街地再

開発事業に準ずる共同化を成功させている。平

成18年 7月建替え決議、 10月組合設立認可、現

在事業中（平成22年 6月完成予定）。

3マンション建替えに係る法的課題

「はじめに」でも述べたように、実際にマン

ション建替えにかかわる実務者から円滑化法等

について実務を進める上での疑問点や使い勝手

の悪さについての指摘がなされている。ここで
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は実務者、有識者等から指摘を受けている問題

を中心に、現時点での主な法的課題について述

べる。

(1）権利変換に係る課題

権利変換に係る課題として区分所有者以外の

関係権利者の同意の問題がある。円滑化法の権

利変換の流れは、一般的には、区分所有法の建

替え決議（4/5以上の賛成で成立）→組合設立

（建替え合意者の3/4以上の賛成、都道府県知事

の認可）→権利変換計画決定（関係権利者の同

意、組合員の4/5以上の賛成、審査委員の過半

数の同意、都道府県知事の認可）となる。問題

となるのは、権利変換計画に係る関係権利者、

すなわち借家権者、抵当権者等の同意である。

このうち抵当権者等について同意が得られない

場合には、同意を得られない理由および同意を

得られない者の権利に関し損害を与えないよう

にするための措置を記載した書面を添えて権利

変換計画の認可を申請することができるとされ

ている。措置の内容については法施行時の通知

により例示しているが、実務的にはさらに具体

的な例示が求められている。

より大きな問題は借家権者の取り扱いである。

借家人が権利変換計画に同意せず、かつ、施行

再建マンションの住戸に借家権を取得すること

を希望しない旨の申し出をしないときには、事

実上の拒否権を有することになる。こうしたこ

とが「所有権より強い借家権」との指摘につな

がっている。円滑化法の組合施行の仕組みは一

見して市街地再開発事業の組合施行と近似して

いるように見えるが、多数決による強制的な権

利の移行の仕組みという観点から見ると組立て

をまったく異にする。

市街地再開発事業は都市計画で高度利用地区

（ないしはそれに準ずる地区計画等）がかけら

れた区域内にあることが要件となっている。こ

の区域内では土地の合理的かつ健全な高度利用



と都市機能の更新とを図るため、敷地面積の最 的に訴訟による解決を必要とするため時間のリ

低限度、容積率の最低限度等が定められること スク等を免れえないという問題が存する。

となっており、通常に比べ強い権利制限がかか

っている。その上で組合施行事業（反対者がい

ても権利変換が可能）については、都市計画に

より施行区域を定め都市計画事業として施行す

ることが求められている。こうしたことのいわ

ば見返りの措置として多数決原理による強制力

を持った権利変換が認められる仕組みとなって

いる。この場合、借家権者については同意は必

要なく、元の家主に変換される新しい床に借家

権が与えられることとなっている。ちなみに借

家権者を含む関係権利者全員同意を前提とする

個人施行事業についても都市計画事業であるこ

とは求めないものの、高度利用地区等内を要件

としている。これらのことは建物に関する権利

変換の仕組みを有する住宅街区整備事業、防災

街区整備事業、土地区画整理事業の立体換地に

共通している。

一方、円滑化法の権利変換のもととなるのは

区分所有法の建替え決議である。これは法整備

の経緯で述べたように本来全員同意を要する民

法の共有物の処分（法令上は共有物の変更）の

例外的な変形である。この決議の拘束を受ける

のはあくまでも区分所有者である。したがって、

借家権者、抵当権者等はこの拘束を受けない。

いわば区分所有者の共同体にもともと属してい

ない立場であり、それが権利変換に係る規定の

前提となっているのである。その結果として、

区分所有者は多数決に従わざるを得ないが借家

権者には拒否権があるという一見矛盾した規定

となっている。

一方、このことを個々の区分所有者と借家人

との関係で見ると、建替え決議をしたマンショ

ンの借家権の消滅について正当事由が成立する

かという視点が浮かび上がってくる。相応の立

ち退き料を払えば正当事由は認めるというのが

最近の判例の傾向という指摘がある一方、最終

(2）建替え決議要件に係る課題

建替え決議については、区分所有者および議

決権（共用部分の持分の割合）の4/5以上とい

う割合が過大ではないかという指摘がある。

また、区分所有者数の4/5を求めることは過

大で、議決権のみで足りるのではないかという

指摘もある。事業化を目指して協力企業等が買

取りを進めると区分所有者数の母数が減るため

相対的に反対者の割合が高まることになるのは

公平を欠くとの理由である。

さらに、建替えか改修かを求められる耐震強

度が著しく不足するマンションの場合に、建替

え（4/5以上の賛成）と改修（3/4以上の賛成）

のいずれにも決することができないケースが生

じうる。円滑化法に基づく勧告や建築基準法に

基づく命令が出された場合においても、建替え

または改修の最終的な出口は区分所有者の自治

による決議に委ねられているわけであり、実務

的には大きな課題である。また、改修のための

決議が成立した場合にあっても、特別の影響を

受ける専有部分の区分所有者について個々に承

諾を得ることが必要となり、その者が反対すれ

ば改修ができなくなる。建替え以外は専有部分

の変更について多数決の効果が及ばず改修事業

の遂行上大きな障害となりうる。

(3）団地に係る諸課題

団地型のマンションについては、区分所有法

の改正により団地一括建替え決議等の規定が整

備された。しかし、団地型のマンションは、全

面的な建替えだけでなく、建替え、改修、増築、

減築等の組合せによる多様な再生を視野に入れ

る必要がある。現行の区分所有法等で対応でき

る範囲は限られ、多くの場合は民法の原則の全

員同意に戻ってしまい現行規定はあまりにも不

マンション建替えの現状と課題 7 



備であるとの指摘を受けざるを得ない。

また、建替えの規定についても問題点が指摘

されている。まず、団地一括建替え決議の限界

についてである。同決議は団地建物の全部が区

分所有建物であること、団地内建物の敷地が区

分所有者の共有であること、団地管理規約が定

められ各建物が団地管理組合の管理の対象とな

っていること、という条件すべてを満たす団地

のみに適用される。このため、建替えを要する

ような古い団地によくあるケース、一部に区分

所有建物以外の社宅がある場合や団地管理規約

で各棟が団地管理対象となっていない場合には

適用できないという問題がある。また、 1棟に

反対者が集中する場合もあり得るため一括建替

え決議の棟別の要件（2/3以上）は厳しすぎる

のではないかという指摘もある。

団地の一部の棟を建て替える建替え承認決議

については次のような指摘がある。一部の棟を

建て替える場合には、各棟がどれだげの容積率

や高さまで建てられるかのルールをあらかじめ

決めておく必要があると考えられる。しかし、

lレールを担保する方法がないこと、 2回目以降

の承認決議が得られる保証がないことなどから

実務上極めて使いにくいという指摘である。ま

た、建替えを予定する建物が団地内の他の建物

の建替えに特別の影響を及ぽすときは、影響を

受ける棟の3/4の賛成を得ることが必要とされ

ているが、「特別の影響jの範囲を明確にする

必要があるとの指摘もある。

(4）容積率を超過したマンションの問題

直接区分所有法と円滑化法の課題ではないが、

容積率を使い切りまたは超過したマンションの

建替えへの対応策も課題である。この問題への

対応としては、改正区分所有法により可能とな

った隣接敷地の取り込みを活用すること、総合

設計制度等の容積率特例制度を活用することが

考えられる。隣接敷地の取り込みについては隣
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接地の条件が合致するかどうかケースパイケー

スである。また、容積率特例制度については極

端な緩和は周辺の理解を得られず、公平性の観

点からも限界がある。したがって、これらはす

べてのケースにおいて解決可能な手法とはなら

ないと考えられる。

むしろ、建替えによらず最も有利な条件で財

産処分を行い、自力では居住の安定確保が困難

な者に対しては住宅セーフテイネットで対応す

るという方法も現実的な選択肢ではないかとい

う指摘もある。この場合、個々に売却すること

となると、合意形成のリスクを買主が負うこと

になるので売却価格は低いものにならざるを得

ない。区分所有者の利益を最大化するためには

多数決により区分所有関係の解消を行うことが

できるようにする必要がある。

(5）その他の法的課題

その他の法的課題について列記する。

・隣接地所有者および借地型マンションにおけ

る底地所有者の権利変換におげる取り扱い0

．売り渡し請求による権利の移転を確実にする

ための仕組みの創設。

4今後の取組に向けて

国土交通省においては、マンション再生に関

係する学識経験者、公益法人等の関係団体、地

方公共団体等から構成されるマンション再生協

議会の協力を得てマンション建替え等法的課題

検討会を設け、改修も含めた老朽マンションの

円滑な再生に向けての区分所有法、円滑化法を

はじめとする法制度に係る課題の抽出、対応方

針の検討を行った。第3節で述べた法的課題の

多くはこの検討会においても指摘をされたとこ

ろである。

また、政府の規制改革会議においてもマンシ

ヨン建替えの問題について指摘を受けている

（規制改革推進のための 3か年計画（平成19年



6月22日閣議決定））。その要点は以下のとおり

である。

①区分所有法の建替え決議要件に関し過重では

ないかとの認識のもと、法務省は国土交通省

との密接な連携の下に実態を調査するととも

に、決議要件の緩和が老朽マンション等の建

替えの促進にどの程度寄与するのか等を調査

すること。

②建替え決議がされたマンションにおける賃借

人の建物明け渡しについて、最終的に裁判等

によって解決せねばならないため建替え計画

が停滞してしまう場合があるという認識のも

と、法務省・国土交通省において建替え決議

されたマンションにおける賃借入の建物明け

渡しに係る実態を調査すること。

③国土交通省は円滑化法の運用の適正化として、

権利変換計画への抵当権者の同意が求められ

ない場合の「損害を与えないようにするため

の措置Jについてより具体的な例示を検討す

ること。

④国土交通省は隣接地所有者および借地型マン

ションにおける底地所有者について組合員全

員の同意がない場合においても区分所有権の

特定分譲を受けることができる旨周知徹底す

ること。

今後この閣議決定を踏まえ、運用の適正化を

図るとともに法務省とも協力して実態調査およ

びそれを踏まえ必要に応じ法的対応を検討して

いくこととなる。

おわりに

区分所有法や円滑化法をめぐる課題について

は、法施行後間もないために、運用に関するノ

ウハウが蓄積されていない、実務経験を有する

者が少数にとどまっている等運用上の問題が少

なくないことは事実である。法改正を必要とし

ない運用の徹底については早急に必要な措置を

講じていく必要があろう。本稿ではすべてを取

り上げなかったが、前述の法的課題検討会でも

運用の徹底で解決可能な課題が多数指摘された

ところである。しかしながら、第3節で述べた

課題の多くは運用での対応の範囲を超えており、

法的対応を必要とすると考えられる。

その際、場合によっては憲法で保証された財

産権や民法の原則との関係についても整理し直

していく必要があり、その道のりは容易ではな

しユ。

しかしながら、マンションが都市住宅として

主流の地位を得、そのうち老朽化したストック

の建替え、再生が急務であることは異論を挟む

余地はない。建替え、再生に取り組む実務者か

ら見放されるような法制度であることは許され

ない。議論を尽くして法的課題を乗り越え、現

場が必要とする法制度に近づけていく努力が必

要である。
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エディトリアルノート

犯罪が多発する治安の悪い地域 ているとすると、低所得者比率が があると、推定結果のダブルチェ

では住宅価格が低いだろうと予想 説明変数に入っていない場合には、 ックができる。こういったことに

される。最近では犯罪発生情報が 犯罪率の係数が低所得者比率の効 ついても検討しておくとよいであ

公表され、ほとんどの都道府県で 果を含むことになり、過大に推定 ろう。

犯罪発生情報マップがインターネ されてしまう。 推定結果がバイアスをもってい

ット上に公開されている。しかも、 この種のバイアスの処理には操 ないかどうかは、用いた操作変数

ひったくり、侵入窃盗、車上ねら 作変数法が用いられる。また、複 が適切であるかどうかに依存する。

い、自動車盗、粗暴犯といった分 数時点のデータが利用可能な場合 この点についての検討は論文中で

類別に、町丁目レベルの細かい単 には、パネル推定を行なうことで、 も行なわれているが、さらに綿密

位での犯罪発生率が地図表示され この種のバイアスを軽減すること な検討が必要である。

ていることが多く、地区別の犯罪 ができる。この論文では、これら 第 1に、操作変数のひとつとし

発生率の差が一目でわかるように の2つの手法を用いている。 て低所得者割合が採用されている。

なっている。 とくに、公示地価データを用い この場合の操作変数は犯罪発生率

沓j畢隆司・水谷徳子・山鹿久 た推定においては、操作変数法に に影響するが、地価に直接には影

木・大竹文雄論文（「犯罪と地 よる推定とパネル推定に操作変数 響しない変数でなければならない。

価・家賃J）では、東京都の町丁 法を組み合わせるパネル操作変数 低所得者割合が大きい地域では、

目単位の犯罪発生率データを用い 法を用いた推定の 2つを行なって 犯罪発生率のいかんに関わらず、

て、犯罪が住宅地の地価や家賃に いる。いずれのケースにおいても、地価が低くなる可能性があるので、

与える影響を推定している。彼ら 犯罪発生率は有意に地価を低下さ 操作変数として適当かどうかには

の推定結果によると、犯罪発生率 せるという結果を得ており、係数 疑問が残る。

は有意に地価を低下させる効果を の値もそれほど大きくは異なって 第 2に、操作変数を用いたケー

もつ。家賃については、地価ほど いない。 スと用いなかったケースで推定値

は明確な結論が得られていないが、 家賃データを用いた推定はいま に大きな相違がなかった。このこ

アパートの 1階の物件については、 だ予備的な段階にとどまっており、 とは、操作変数があまり有効でな

犯罪発生率が有意に負の効果を及 最終的な結論ではないが、アパー かったからであるとも解釈できる。

f;fしている。 トの 1階については犯罪発生率が ⑨ 

この論文の最大の特長は、計量 有意に推定されている。しかし、 容積率規制は日本の都市計画規

経済学のテクニックを駆使して、 アパートの 2階では負の関係が弱 制の最も重要な構成要素であると

推定値のバイアスを取り除く努力 くなる傾向にある。また、マンシ 言って過言ではないであろう。し

をしていることである。犯罪率が ョンの 1階については係数が負に かしながら、その理論的・実証的

地価に及ぽす効果についてパイア ならなかった。 基礎についてはいまだに明確でな

スが発生するのは、データの制約 犯罪率が一般人にわかりやすく い。経済学者の中には、容積率規

から地価に影響する要因で説明変 公開されるようになったのは割と 制を混雑税に置き換えるべきであ

数に入っていないものが存在し、 最近である。犯罪率が住宅価格に るという議論もある。浅田義久論

それらが犯罪率と相聞をもってい 影響を及ぼすためには、買い手が 文（「都市の容積率と交通需要J)

る可能性があるからである。 それを認知している必要がある。 は容積率規制に関する実証的基礎

たとえば、低所得層が多い地域 犯罪率が一般人にどの程度知られ を探求する試みである。

で犯罪発生率が高くなり、しかも、ており、住宅購入の際にきちんと 容積率規制が必要な理由として

そういった地域で地価が低くなっ 考慮されているかについての情報 よくあげられるのは、道路容量の
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制約である。容積率が高いと道路 が進んでいるので、自動車交通に い推定ができることや、贈与額の

交通需要が大きくなり、交通混雑 大きく依存する必要がない。こう 内生性によるバイアスを回避する

が引き起こされるというのがその いった状況で地域聞の比較を行な ために操作変数法を用いたり、頭

論理である。浅田論文では、容積 うと、容積率が道路交通需要に大 金と取得時期の聞の強い相聞を処

率緩和が交通混雑につながるかど きなプラスの効果をもたないのは 理するために、 SUR手法を用い

うかを調べるために、容積率と総 自然である。しかしながら、都心 たりという推定上の工夫がされて

走行距離の関係を実際の自動車交 部の容積率がさらに上がったとき いることである。

通データを用いて分析している。 には、自動車交通需要のかなりの 不満があるとすると、推定式が

自動車交通データは平成11年度 増加をもたらす可能性がある。本 理論モデルから明示的に導出され

道路交通センサスの自動車ODを 論文のような単純なクロスセクシ ておらず、各推定式の位置づけや

用いており、容積率データには、 ョン分析では、こういった効果は 推定式聞の関係がよくわからない

土地利用現況調査の事務所床面積 とらえきれなし〉。今後の研究の進 点、である。また、政策的な含意に

を宅地面積で割って実効容積率と 化が望まれる。 ついても、「生前贈与を促進する

したものを用いている。 ⑨ ような制度改正は、住宅投資を刺

実証分析の結果によると、業務 親から子どもへの住宅資金援助 激し、マクロ的な景気刺激策とし

交通の総走行台 kmには容積率が は贈与税の対象になるが、住宅資 て期待できる」ということしか指

プラスに効いている。しかしなが 金特別控除の特例等によって税負 摘されていなし」こういった政策

ら、弾力性は0.2で低し〉。また、 担が軽減（あるいは、免除）され がもたらす資源配分の歪みなどに

平均走行距離については、容積率 ている。この制度を活用して、住 関する分析も期待したいところで

はマイナスに有意である。したが 宅取得の際に親からの資金援助を ある。

って、容積率が高い地域で発着す 受ける子どもが多い。周燕飛論文 最近は日本でも周論文のような

る交通は平均走行距離が短く、東 （「親からの住宅資金援助と子の住 個票データを用いた実証分析が増

京圏全体では混雑が緩和される傾 宅取得行動」）は、親からの資金 えてきていることは喜ばしい。し

向をもっと結論づけている。 援助が住宅取得時期を早める効果 かしながら、研究者（あるいは、

通勤交通については、容積率は を持つか、住宅取得額および頭金 研究者グループ）が個別に研究費

総走行台 km、平均走行距離とも 額を増やす効果があるかをアンケ を使って収集したデータを用いて

に有意でないという結論を得てい ート調査の個票データを用いて実 おり、他の研究者にオープンにな

る。 証的に分析している。 っていないので、切薩琢磨による

浅田論文における推定は、容積 住宅取得額、頭金額、住宅取得 研究の発展が阻害されている。ド

率と道路交通需要の関係を地域間 時期のそれぞれについて、住宅取 イツでは、政府の研究費によって

のバリエーションを基礎に行なっ 得額関数、頭金額関数、取得時期 収集したデータは他の研究者にも

ている。このアプローチは沓津・ 関数を推定している。結論として オープンにしなければならないと

水谷・山鹿・大竹論文の焦点にな は、住宅資金贈与額が1000万円増 いう制度になっていると聞く。わ

っている推定上のバイアスを生ん えると取得時期は3.2年短縮され、 が国でも、国民の税金を使って収

でいる可能性が大きしコ。 住宅取得額と頭金額は贈与額とほ 集したデータが有効に使われるよ

現状で容積率の高い地域は都心 ぼ同額増加する。 うな手だてが必要であろう。

部であり、自動車交通の混雑が激 この論文の優れている点は、個 (KY) 

しく、自動車の利用は相対的に少 表データを用いているので、集計

ない。また、公共交通機関の整備 データを用いる分析より精度の高
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研究論文

犯罪と地価・家賃

沓津隆司・水谷徳子・山鹿久木・大竹文雄

はじめに

近年、増加してきているとされている犯罪発

生件数に対して、自治体もさまざまな対策を講

じ、地域住民と共同で犯罪発生の抑制に努めて

いる。たとえば東京都では、防犯カメラ等の設

置に対しての補助事業、青色回転灯を装備した

自動車によるパトロール、地域安全マップの作

成の促進などを行なっている。

このような取り組みを通じて、犯罪に対して

の地域住民の意識は高まり、また住民が居住場

所を選択する際にも、その地域の犯罪に対する

安全性が重要視されることが考えられる。その

結果、その地域の安全性といったものが住宅地

の価格を決定する要因となることが考えられる。

このことから、住宅地の価格を分析することに

より、その地域の安全性についての居住者の評

価や防犯対策の評価を知ることが可能となり、

今後の都市の防犯対策を考える上でも非常に重

要である。

そこで本稿では、まず沓津・山鹿・水谷・大

竹（2007）の研究を紹介する。そこでは犯罪発

生の件数の内生性を踏まえた操作変数法を用い

て2005年単年度の住宅地の地価について、その

前年の犯罪発生件数を説明変数として推定して

いる。そこでは犯罪発生が地価に負の影響を与

えていることが示されている。

次に、沓津・山鹿・水谷・大竹（2007）を拡

張し、時系列による変数の変化を踏まえたパネ

ル分析や、地域の属性を踏まえた地域の細分化
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による分析を示す。さらに、単年度の分析であ

るが、地価の代わりに賃貸住宅の家賃と犯罪発

生件数との関係をみる。

1犯罪発生と地理的分布の研究

犯罪地図

本稿の分析では地理情報システム（GIS）を

活用している。犯罪発生における地理的な分析

は、 19世紀初頭から行なわれている。犯罪の発

生と地理的分布の関係の研究を最初に行なった

のは、フランス人のゲリ（A.M. Guerry）と

ベルギー人のケトレ（A.Quetelet）であると

されている。彼らは地図学派と呼ばれ、地域の

教育レベルや民族・文化的差異、自殺などの地

理的分布と犯罪発生地域との関係を犯罪地図

(crime mapping）として表した。そして、そ

の地理的な相関関係から法則性を見出すことに

より犯罪抑制が可能となると提唱している。

彼らの研究の流れで、海外においては犯罪地

図として犯罪発生と地域環境の空間的な分析が

盛んに行なわれている！）。近年日本においても

GISの発達にともない、これらの分析が行な

われるようになってきた。特に科学警察研究所

の研究グループにおける空間統計分析は、犯罪

発生の要因分析を、 GISを効果的に活用する

ことにより、空間と時間の双方から行なってい

る2）。

本稿でもいくつかの空間データは、 GISを

用いることにより作成している。これらの大量

の空間データの作成も GISの発達により実現

scan
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されており、都市や地域といった空間を扱う場

合は非常に有用なシステムである。

先行研究

海外においては、 Thaler(1978）が、この犯

罪と不動産に関する分野の晴矢である。

Thaler (1978）は、住宅価格を、土地利用形態、

公共施設からの近接性や部屋数に加えて、人口

当たりの財産犯の数で説明するモデルを推定し、

財産犯の数が住宅価格に対し有意に負の影響を

与えることを示している。

犯罪発生率が住宅価格に与える影響に加えて、

どのような地域で犯罪が発生するのかを分析し

たものとしては、 Bowesand Ihlanfeldt (2001) 

がある。彼らは、 lエーカー当たりの犯罪数が、

住宅の価格に対して有意に負の影響をもたらす

こと、そして犯罪発生率が、所得水準の低い者

の割合の高さ、駅からの近接性、商業、工業の

雇用の割合の大きさなどと正の相関をもってい

ることを示した。

また Gibbons(2004）は、ロンドンの住宅価

格関数の説明変数として、住宅の仕様を示す指

標（部屋数、床面積、階数、建築年数）、地域

の属性を示す指標（建物密度、世帯数密度、人

口密度、都市の中心部（Soho地区）までの距

離、最寄りの地下鉄駅までの距離、区役所まで

の距離、最寄りの緑地までの距離、最寄りの警

察署までの距離）のほか、 100メートル四方当

③ 

③やまが・ひさき 200 I年大阪大学大学院経済学研究科博士
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大阪大学大学院経済学研究科博士前期課程修了。大阪大学社

会経済研究所助教授などを経て、現在、同教授。

たりの住宅への犯罪被害を採用し、推定を行な

うとともに、犯罪被害について犯罪発生率と酒

場からの距離を操作変数として用いた操作変数

法による分析を行なっている九

このように犯罪が住宅・不動産に与える影響

についての研究は、海外においては多くみられ

るが、日本においては非常に少ない4）。

2分析の枠組み

本稿では、警視庁から提供を受けた犯罪発生

のデータを用いて、へドニック・アプローチに

よる分析を基本として行なうものである。本節

では、住宅地の地価関数、家賃関数の推定の共

通の前提になる枠組みを解説する。

犯罪発生率

犯罪発生件数に関しては、警視庁が東京都全

域に対して、各町丁目、犯罪の種別ごとに犯罪

発生件数を把握しており、同庁のホームページ

で、その犯罪発生の件数の頻度の状況を色分け

にし、地図で公開することによって、防犯対策

に活用している。把握されている犯罪の種別は、

凶悪犯、侵入窃盗（空き巣、忍び込み、居空き

など住宅の内部で起きる窃盗）、非侵入窃盗な

どがあるが、住宅地に対する影響の計測を行な

うために本稿では2002年と2004年における住宅

向けの侵入窃盗に限定して抽出した。さらに、

これらのデータは町丁目別であり、町丁目ごと
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表 lー住宅地の地価関数で使用するデータの説明

変 数 内 廿信』

住宅地の地価 公示地価（円／m＇、対数値）

前面道路の幅員
住宅地に面する道路の幅員（m、対
数値）

駅からの距離
住宅地から最寄りの鉄道駅までの距
離（m、対数値）

東京駅からの時 東京駅までの鉄道による所要時間

間距画監 （分）

説 容積率
建物の延床面積の敷地に対する割合
（%） 

明 用途地域（ダミ 低層住居専用地域、中高層住居専用

変 地域に当たれば1、しなければO

数 路線（ダミー）
最寄駅が属する路線に該当すればl、
しなければO

建築面積割合 建築面積の敷地面積に対する割合

木造共同住宅割 木造共同住宅床面積の住宅床面積に
i口〉、 対する割合

犯罪発生率（件 警視庁が認知した町丁目ごとの犯罪
数／ha、件数／ 発生件数／haまたは犯罪発生件数／
百世帯） 百世帯

年次ダミー
2005年データは1、2003年データは。

交番存否 交番が存在すればI、しなければO

交番距離
最も近接する交番からの距離（m、

操作？数タ治ζて

対数値）

低所得者割合 年収300万円未満の世帯の割合

道路面積割合 道路面積の町丁目面積に対する割合

世帯密度 世帯数／住宅敷地面積（世帯／ha)

推定結果を分析していく。

3犯罪が住宅地の地価に与える影響の分

析

犯罪が住宅地の地価に与える影響に関して、

沓津・山鹿・水谷・大竹（2007）は、犯罪発生

率の内生性を踏まえて操作変数法を用い、単年

度の住宅地の地価について、犯罪発生件数を説

明変数とした推定を行なったが、時系列による

変数の変化を踏まえたパネル分析は行なわれて

おらず、また、地域の特性を踏まえて地域を分

類し、それぞれの細分化された特性空間ごとに

住宅地の地価と犯罪との関係について分析を行

なっていなかった。本節では、 2003年と2005年

の地価公示のデータとそれぞれの前年の住宅に

対する窃盗犯罪のデータを使用して、部分情報

最尤法とパネル操作変数法により、地価と犯罪

との関係を分析する。

推定モデルの特定化

(a）部分情報最尤法（LIML)による推定

本稿では、住宅地の地価に影響を与える犯罪

の面積や世帯数の大小による数字の不均衡を是 発生率とその他の説明変数を特定することで住

正するため、面積当たり、世帯数当たりの数値 宅地の地価関数を推定し、犯罪発生率が地価に

を犯罪発生率として算出し、上記の被説明変数、 与える影響を分析する。そこでまず、（1）式を（2)

説明変数のデータとのマッチングを行なった九 式のように特定化する。

へドニック・アプローチ

本稿で推定する住宅地の地価関数や家賃関数

は、その土地や住宅に係る属性情報や地域での

犯罪件数をもとに、一般的には以下のようなへ

ドニック価格関数として表すことができる。

Pi = h(xli, X21，… Xn1, crime;) (1) 

Piは、 i地点の住宅地価格、 Xu,X21，… Xn1 

はその土地や住宅における n種類の属性情報、

crime1はその地点での犯罪発生率 (lha当た

りの犯罪件数または世帯当たりの犯罪件数）を

表す。

以下の第3節、第4節では、（1）式を具体的に

特定化した住宅地の地価関数、家賃関数とその
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n 

lnP1 ＝α＋ 2: /3kXk1 + ycrime1十εi
kニ 1

(2) 

εiは誤差項、 αは定数項、 A、γはパラメー

タである。 i点を含む地域での犯罪発生率が住

宅地の価格を下落させれば、 γは負となる。

被説明変数のデータには、閏土交通省が公表

した2003年と2005年の 1月1日現在の地価公示

を用い、東京23区内のデータのうち、住宅地に

係るものを対象とした。説明変数は、表 1に掲

げる住宅地の属性に関するデータを使用した。

ここで問題が生ずるのが、地点に係る情報は

完全には観察されず、観察されない情報は、す

べて誤差項に入札それぞれの地域の犯罪発生

率と相関する可能性があるという点である。す



なわち、犯罪が多いからその地域の住宅地の価

格が低いのか、もともとその地域の属性のため

に住宅地の価格が低いのかを識別できない。

この問題を解決する手段として操作変数を用

いることが考えられる。この場合、地域におけ

る犯罪発生率を説明し、住宅地の価格を説明す

る推定式（（2）式）の誤差項 εiとは相関しない

適切な操作変数を見つけ出すことが必要となる。

1 n 

crime1 = ;l + ~ 7Z)Zj1 + ~ μkXk1十V1 (3) j-1 k~l 

Cov(z，ε） = 0 

(3）式の Zilが操作変数である。犯罪発生率に

影響を及ぼしうる操作変数としては、①町丁目

単位での交番の存否（交番存否）、②最も近接

する交番からの距離（交番距離、①の変数と選

択的に利用）、③町丁目単位での年収300万円未

満の世帯の割合（低所得者割合）、④道路面積

の占める割合（道路面積割合）、⑤住宅敷地面

積 1ha当たりの世帯数（世帯密度）を採用し

た九このうち、道路面積の各町丁目に占める

割合は GISソフトウエアである ArcGISを用

いて計測し、交番存否や交番距離は、東京都の

公報から交番の位置を特定し、距離は ArcGIS

を用いて地図上の座標の差から交番と町丁目の

中心点との距離を計測した。交番存否や交番距

離は犯罪への監視能力を、低所得者割合は防犯

対策への支払能力を、道路面積割合は幹線道路

から一歩内側に入った住宅地内の犯罪の可能性

を、世帯密度は住戸の密集を通じた死角の増大

による犯罪発生の可能性を示し、犯罪発生率に

対し、交番存否は負の係数を、その他の変数は

正の係数を示すと予想される。

説明変数の内生’性への対処方法としては操作

変数法（2SLS）、部分情報最尤法（LIML)な

どが考えられる。本稿では、操作変数の弱相関

性によるバイアスが小さいと考えられる部分情

報最尤法を採用し、最小 2乗法（OLS）や操

作変数法との比較を行なった。

(b）パネル操作変数法による推定

住宅地の地価に関しては2003年と2005年 1月

1日のデー夕、窃盗犯罪に関しては、それぞれ

の前年における発生件数のデータが存在するこ

とから、それぞれ時点聞の変数の変化に対応し

た、パネル操作変数法による分析を行なうこと

により、より精密な分析が可能となる。この場

合、モデルの特定化については、パネル分析を

前提にすれば（2）’式や（3）’式のとおりに変換した

上で推定を行なう必要がある。
n 

lnP1t＝仏十 ~/1ktXkit十 rcrime1t+ μ1 + V1t (2）’ 
k~l 

I n 

crime1t＝ん＋呂7Z"itZiit＋呂μktXk1t+ 7}1 + Y1t (3）’ 

本稿においては、 hausman検定の結果、ラ

ンダム効果推定を棄却しなかったことから、

Baltagi and Chang (2000）によるランダム効

果推定を実施した九

(c）特性によって細分化された地域（特性空

間）ごとの分析

犯罪と住宅地の地価の分析は東京都区部全域

を対象としたものであるが、住宅に対する需要

者の属性や選好が異なる地域では、犯罪の発生

が地価へ与える影響も異なることが想定される。

アメリカの住宅市場における分析の中で、

Goodman and Thibodeau (2003）が、住宅市

場のエリアの細分化を行なうことは、住宅市場

の価格予測の精度を向上させることにつながる、

とする結果を出している。この点、アメリカで

は住宅について類似した選好を有する者が特定

の地域に集中する傾向が強く、空間的地域によ

って住宅市場を細分化したほうが妥当な分析が

行なえる可能性が高い。しかし、日本では、ア

メリカほどには地域による住み分けが進んでい

ない九そこで、①駅からの距離、②最寄り駅

から東京駅までの所要時間、③用途規制、④容

積率、⑤低所得者割合の基準から町丁目ごとの

特性空間に分け、それぞれの特性空間について、

地価関数を推定した。さらに、東京都区部全域

の推定と比較し、より精密な土地価格の推定と

なるかどうかを分析した。具体的には、市場細

犯罪と地価・家賃 15 



表2一部分情報最尤法（LIML)による推定結果
（面積当たり犯罪発生率による推定）

住宅地価格の推定 犯罪発生率推定

0. 2001 ＊＊キ 0.0244 
前面道路幅員

(0. 0219) (0. 0480) 

0.2810＊本＊ 0.1433*** 
駅からの距離

(0. 0143) (0. 0278) 

0.0119＊＊本 0.0003 
東京駅からの時間

(0. 0011) (0. 0024) 

0.1369字本本 0.0343 
容積率

(0. 0156) (0. 0342) 

0.3314*** 0.0360 
低層住専ダミー

(0. 0267) (0. 0585) 

0 .1668*** 0.0801** 
中層住専ダミー

(0. 0184) (0. 0402) 

0.9733＊キ＊ 0.0805 
建築面積割合

(0. 0992) (0. 2154) 

1. 0659*** 1. 5941 *** 
木造共同住宅割合

(0 .1564) (0 .3151) 

0.0487＊キ＊ 0 .1389*** 
年次ダミー

(0. 0134) (0. 0271) 

14. 3418*** 0.5712082 
定数項

(0 .1401) (0. 2984) 

0.2495*** 
犯罪発生率

(0. 0382) 

0. 0156 
交番存否

(0. 0326) 

0. 0171 
（交番距離）

(0. 0306) 

0. 4401 ** 
低所得者割合

(0.1803) 

2.5825*** 
道路面積割合

(0. 3322) 

0. 0017*** 
世帯密度

(0. 0003) 

（世帯当たり犯罪発生率による推定）

住宅地価格の推定 犯罪発生率の推定

0.3050本本＊ 0.0925本本ネ

前面道路幅員
(0. 0508) (0. 0267) 

0. 3200*** 0.0641*** 
駅からの距離

(0. 0319) (0. 0153) 

0. 0132*** 0. 0010 
東京駅からの時間

(0. 0019) (0. 0013) 

0.0866特＊ 0. 0199 
容積率

(0. 0263) (0. 0183) 

0.4739科卒 0.1187*** 
低層住専ダミー

(0. 0550) (0. 0321) 

0.2251*** 0.0598＊＊キ

中層住専ダミー
(0. 0352) (0. 0223) 

0. 6212*** 0. 2907＊ネ

建築面積割合
(0.1847) (0 .1200) 

0. 7089** 0.6107ホヰキ

木造共同住宅割合
(0. 3206) (0.1758) 

0 .1240＊ホ＊ ← 0. 0913*** 
年次ダミー

(0. 0367) (0. 0151) 

14.9754料＊ 0.6506＊キ＊

定数項
(0. 3554) (0.1638) 

1.1784*** 
犯罪発生率

(0. 3288) 

0. 0103 
交番存否

(0. 0181) 

0.0088 
（交番距離）

(0. 0170) 

0. 2682*** 
低所得者割合

(0 .1006) 

0.6429ホ＊＊

道路面積割合
(0.1759) 

注）＊＊＊、＊＊はそれぞれ有意水準1%、5%を示す。（ ）内は標準偏差。交番距離は選択的に操作変数に位置付けた際の係数。

分化の有意性を検証するため以下のF検定を行

なった。 F統計量は以下の式で与えられる。

SSEw/n-p 
(4) 

Fn p ，~（n,-v,) = SSEs／~（Ili Vi) 

SSEwは細分化をしない場合の誤差平方和、

nは都区部全域のサンプル数、 Pは説明変数の

数、 SSEsは細分化した推定モデルの誤差平方

和、 niは細分化された地域のサンプル数、 vi

は細分化された地域の推定式の説明変数の数と

する。

推定結果とその解釈

(a）部分情報最尤法による分析

操作変数を交番存否、交番距離、低所得者割

合、道路面積割合、世帯密度として、 1ha当た
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りの犯罪件数を推定するとの前提の下で部分情

報最尤法による分析を行なった。推定の結果は

表2のとおりである。その際、内生性と過剰識

別性のテストを行なうとともに、 Murray

(2006）が指摘する操作変数の弱相関性につい

てStockand Yogo (2005）によるテストをf子

なった九

まず、犯罪発生件数を被説明変数とした第 1

段階の推定結果については、犯罪の種類が侵入

窃盗である場合、交番存否が負の係数で、交番

距離が正の係数で推定され、交番が犯罪抑止に

有効であることを示している。次に、低所得者

割合については正の係数を有意に示し、世帯年

収が相対的に低い層が多い地域は犯罪発生率が

高いことが示された。道路面積割合に関する推



表3 パネル操作変数法による推定

（面積当たり犯罪発生率による推定交番存否を使用） （面積当たり犯罪発生率による推定交番距離を使用）

住宅地価格の推定 犯罪発生率推定 住宅地価格の推定 犯罪発生率推定

0.2001*** 0.0121 
前面道路幅員

(0. 0253) (0. 0377) 
0 .1975*** 0.0029 

前面道路幅員
(0. 0501) (0. 0328) 

0.2787本＊＊ 0.0756キ＊＊

駅からの距離
(0. 0164) (0.0218) 

0. 2627*** -0.0169 
駅からの距離

(0. 0302) (0. 0193) 

0. 0119*** 0.0001 
東京駅からの時間

(0. 0013) (0. 0019) 

0. 0121料＊ 0.00001 
東京駅からの時間

(0. 0025) (0.0016) 

0 .1355*** 0. 0198 
容積率

(0. 0180) (0.0268) 
0 .1307*** 0.0042 

容積率
(0. 0349) (0. 0233) 

0.3329ネヰ＊ 0.0174 
低層住専ダミー

(0. 0308) (0. 0458) 

0.3474＊本＊ 0.0037 
低層住専ダミー

(0. 0614) (0. 0400) 
0.1673＊本＊ 0 .0409 

中層住専ダミー
(0. 0212) (0.0315) 

0 .1721料キ 0.0087 
中層住専ダミー

(0. 0424) (0. 0275) 
0.9713＊ヰ＊ 0.0418 

建築面積割合
(0.1147) (O .1688) 

0. 9479＊＊本 0.0136 
建築面積割合

(0. 2285) (0 .1475) 
1. 0853＊料 0. 8436＊本格

木造共同住宅割合
(0.1790) (0. 2473) 

1.1525*** 0 .1904 
木造共同住宅割合

(0. 3097) (0. 2162) 

14. 2973*** 1. 0602 
定数項

(0.1601) (3. 4533) 

14.1604＊＊本

定数項
(0. 3059) 

0.2379ホ 料

犯罪発生率
(0. 0430) 

0 .1623本＊ホ

犯罪発生率
(0. 0536) 

交番存否 0.0026 交番距離 1.1843ヰ＊

(within) (O. 6444) (within) (0. 5998) 

交番存否 0.0072 交番距離 0.0018 
(between) (0. 0256) (between) (0. 0210) 

年収300万円未満 0.2302 年収300万円未満 0.0506 
割合 (0 .1413) 割合 (0.1228) 

1.3639林 ＊

道路面積割合
(0. 2606) 

0.3076 
道路面積割合

(0. 2272) 

世帯密度 0.0015 世帯密度 0. 0016 
(within) (0. 0017) (within) (0. 0015) 

世帯密度 0.0008*** 世帯密度 0.0002 
(between) (O. 0002) (between) (0. 0002) 

注）＊＊＊、＊本はそれぞれ有意水準 1%、 5%を示す。（ ）内は標準偏差。

定では、犯罪の発生に関して、正の係数で有意

となっており、面積の広い幹線道路に面した地

域で犯罪発生率が高くなることを裏付けている。

世帯密度を使用して犯罪発生率に与える影響を

推定した結果、有意に正を示しており、見通し

が悪く死角が多いと考えられる住宅密集市街地

では犯罪が多く発生していることが示された。

木造共同住宅の割合との関係でも、その割合が

高い地域は有意に犯罪発生率が高い結果となっ

ている。

次に、第2段階の推定として、犯罪発生率が

住宅地の地価に与える影響を推定したところ、

侵入窃盗の犯罪件数は、負の係数で有意となっ

た。すなわち、侵入窃盗が多い住宅地において

は、住宅地の地価を押し下げる効果があること

になる。推定結果によれば、平均的な地域で侵

入窃盗が10%増えるごとに住宅地の地価が1.7 

%程度下落することが示されている 1九 OLS

による推定では、犯罪と住宅地の地価との間で

有意な関係は認められない。 2SLSによる推計

では、 LIMLによる推計と同様に犯罪は住宅

地の地価に有意で負の影響を与えている 11）。

(b）パネル操作変数法による分析

次に、時系列の変化の中での犯罪発生率が住

宅地の地価に与える影響と犯罪発生率に与える

要因を検証するため、パネル操作変数法による

分析を行なった。結果は表3のとおりである。

まず犯罪発生率の住宅地の地価に対する影響

に関しては、負の影響があることは、部分情報

犯罪と地価・家賃 17 



表4 市場を細分化した場合の犯罪発生率が地価に及ぼす影響の変化

全体 駅からの距離 l東京駅からの所要時間

0. 2495料＊｜～500m

n= 1851 -0.1906*** 

nニ527

500～800m 

0. 2295*** 

n=598 

～30分

-0.2822*** 

nニ595

30～40分

0.0942 

n=706 

用途地域 容積率

低層住居専用地域｜～100%

0. 4356*** 

nニ778

0.2691 

n=106 

中層住居専用地域 1100～200%

低所得者割合

～18% 

0.5343＊キ＊

n=258 

18～32% 

o. 2122••• I o. 2502••ネ I o.2783キキキ

n=568 I nニ1318 I nニ824

800m～ 40分～ 住居地域 I 200%～ I 32%～ 

-0.2663*** -0.1144* 0. 2182*** -0.1581キ＊＊ -0.1188** 

n=726 日＝550 n=505 nニ427 n二 769

F 値 1.1626 1. 1707 0.9785 1.1657 1. 0742 

有意 0.0006 0.0003 0.6804 0.0005 0.0617 

内生性 。 0 （中段以外） 。 0（上段以外） 。

過剰識別性 0（上下段以外） 0 （中下段以外） 0 （上段以外） × 。（中段以外）

弱相関性 棄却 棄却 棄却 棄却 棄却

注）＊＊＊、＊＊、＊はそれぞれ有意水準 1%、5%、10%を示す。内生性、過剰識別性、弱相関性のテストの詳細は注9のとおり。

最尤法による推定と変わりがない。犯罪発生率

に影響を与えると考えられる操作変数の交番存

否の変数に関しては、負の変数を示したが有意

な結果とはならなかった。負の係数が示されて

いること自体は、その地域で交番が設置される

ことが犯罪発生率を抑制する効果があるという

ことを意味するが、有意とならなかった理由と

して、分析期間中に交番の改廃が頻繁に行なわ

れているわけではないことが考えられる。低所

得者割合、道路面積割合、世帯密度に関しては

操作変数法とほぼ同様の結果を示した。一方で、

交番距離の変数に関しては、距離の数値の変化

の程度はさまざまであるため、有意で正の変数

を示し、交番の位置によって距離が遠くなるほ

ど、犯罪発生率が抑制されることが示されてい

る。以上の分析から、交番の存在は、犯罪の発

生を抑制する効果があることがわかる。

(c）特性空間ごとの分析

細分化された特性空間ごとの影響をみると、

結果の詳細は表4のとおりであり、駅から遠い

住宅街や低層住居専用地域や容積率が低く戸建

住宅が多いと考えられる地域などでは、犯罪へ

の懸念が強く、犯罪の価格への負の影響が強い
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結果となった。また、平均年収300万円未満の

者の割合が少なく、所得水準が比較的高い者が

多いと考えられる地域でも犯罪による影響は大

きく、安全な居住に対する選好の強さがうかが

われる。このほかに、都心、城南、城北、城東

というように東京都区部を地理的に区分してそ

れぞれの地域での犯罪の影響の分析を行なった

が、地理的に区分された区域の中で地価と犯罪

との関係について十分有意な結果を出すことは

できなかった。地理的に区分しでもその中での

地域の属性や住宅需要者の選好が多様であるこ

とから有意な結果とならなかったと推察される。

4 家賃への影響の検証

本稿では、住宅向けの侵入窃盗に限定して分

析を行なっており、前節ではそれらの犯罪発生

率と地価との関係をみた。本節では、賃貸住宅

の家賃との関係を簡単にみてみる。（2）式の被説

明変数が、賃貸物件の家賃のミクロデータにな

る。この個票データは、リクルート（2005）よ

り2005年に採取したものを用いている。対象物

件は、東京都に立地している民営の賃貸住宅で、

アパートとして掲載されている物件である 12）。

家賃に影響を与えると考えられる属性変数の



表5 アパート 1階による家賃関数の推定結果

家賃関数の推定 犯罪発生率関数の推定

犯罪発生率 0. 0100** (0 .0048) 

床面積 0 .1739＊キ＊ (0. 0012) 0.0625** (0. 0290) 

建築年度 0.0514料＊ (0. 0012) 0.0393 (0.0304) 

建物階数 0.0447 (0. 0306) 0.0908 (0. 7836) 

都心までの時間距離 -o 0505＊ネキ (0. 0032) -0.0854 (0. 0826) 

最寄り駅までの時間距離 -0.0321本＊＊ (0.0031) 0.2087＊＊キ (0. 0754) 

建物構造 軽量鉄骨 0 .1103キ＊＊ (0. 0268) 1. 0558 (0. 6721) 

鉄筋コンクリート 0.3484* (0 .1812) 4. 3704 (4.6110) 

鉄骨 -0.0582 (0. 0565) -4.6292キ＊本 (1.3214) 

鉄骨鉄筋 -0.0098 (0. 2261) 2.3694 (5. 7698) 

所得階層別世帯数 300万未満円 0. 0002＊キ (0. 0001) 0. 0019 (0. 0022) 

300-500万円 0.0004＊＊キ (0. 0002) 0.0172＊業本 (0. 0035) 

500ー700万円 0.0014*** (0. 0003) -0 0578＊キネ (0. 0053) 

700-1000万円 -0.0001 (0.0002) 0.0009 (0. 0056) 

1000 1500万円 0.0003 (0. 0004) -0.0043 (0.0102) 

1500万円超 -0.0003 (0. 0005) 0. 0189 (0. 0134) 

公園面積 0.0034** (0. 0015) 0.1726ネキホ (0. 0310) 

交番数 -1. 0350* (0. 6105) 

道路面積割合 37. 6656キキ＊ (4.6647) 

駅の数 0. 4876 (0. 7880) 

定数項 94.5483キ＊＊ (4. 3613) 456.9085キ＊＊ (95. 0141) 

サンプル数 9040 9040 

注）＊＊＊、＊＊、＊はそれぞれ有意水準 1%、 5%、10%を示す。（ ）内は標準偏差。

データとして、リクルート（2005）から物件の

最寄り駅までの徒歩の所要時間、月額家賃（管

理費込み）、床面積、築年数、物件の階数、建

物構造のデータを得た。これらに加えて都市計

画基本データより、各町丁目ごとの建物種類の

割合、公園面積の割合、物件が立地している自

治体、最寄り沿線などのデータをマッチングさ

せ、コントロール変数として採用している。推

定モデルは（2）’式と（3）’式による部分情報最尤法

を用いた。操作変数としては、町丁目内の交番

の数ならびに駅の数、道路面積割合を用いてい

る。推定の結果を表5で示している。

表 5で報告している推定結果は、アパートの

1階の物件についてである。これによると、家

賃と犯罪発生率との負の関係が有意であること

がわかった。しかし、同様の推定モデルでマン

ションの 1階について分析を行なうと負の関係

を得られなかった。さらにアパートの 2階での

分析を行なうと負の関係が弱くなる傾向にある。

操作変数の係数値から、犯罪発生率との関係

は、交番数は負、道路面積割合は正、駅の数は

正であることがわかった。

さらにアパートの 1階については、分析を平

均所得階層別、都心までの距離による分類、最

寄り駅からの距離による分類にわけで推定を行

なっている。詳しい結果は報告していないが係

数値は犯罪発生率と家賃の負の関係を示してい

る。ただ、有意でない分類区分もあり、今後は

地価の分類と整合性を保つようデータを整備し、

より詳細に分析していく必要がある。

おわりに

本稿では、犯罪発生率と地価や家賃といった

関係について、ヘドニック・アプローチを用い

て検証を行なった。その結果、地価に対しては、

犯罪発生率は、有意に負の影響を与えており、

交番の設置やその交番までの距離が近接するこ

とが犯罪の発生を抑制する効果があることが示

された。さらに低所得者割合が高い地域、住戸

が密集した市街地の環境が良くない地域は、犯

罪の発生率が高い傾向があり、このことから、

低所得者など「防犯弱者」への配慮、地域単位

での監視体制の強化や市街地環境の改善は犯罪

の抑制に有効であるとがわかる。
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また、住宅地の特性空間ごとの分析では、異

なる住宅の需要者が異なる住宅への選好を示し

ていることが明らかとなった。例えば、犯罪に

対する安全性に関して、戸建住宅が多いと考え

られる地域の居住者や高所得者が比較的敏感に

反応していることなどがわかり、こうした特性

空間に対応した犯罪予防対策を講ずることが重

要である。

家賃の分析では、まだ変数の選択などにさら

なる考察が必要であるが、マンションよりアパ

ートの賃料のほうが、犯罪発生率が高いことの

負の影響を受けやすいこと、さらにアパートで

は2階より I階の物件のほうが負の影響を受け

やすいことなどがわかった。

最後に、今後さらに検討すべき課題について

以下で述べよう。

第 1に、データの制約である。警視庁が提供

している犯罪情報は町丁目ごとの犯罪件数であ

り、地点ごとの情報である公示地価やその地点

の属性情報といったデータの集計単位が、完全

に対応していない。交番の距離に関しても、そ

れぞれの町丁目の中心点から交番までの距離を

計測して変数にしたものであり、住宅地の価格

や家賃のサンプル地点からの距離を測ったもの

ではない。これは、犯罪発生率の集計単位が町

丁目全体であったため、それを説明するための

説明変数として集計単位をそろえた結果であっ

たが、そのことがかえって厳密な推定を行なう

ことを難しくしてしまったと考えられ、データ

の精練化が課題である。

第2には、操作変数による推定の結果である。

識別変数に関して、交番の数や距離を取り上げ

たが、犯罪の発生率に対して弱い有意性に止ま

っていることが多くなっている。犯罪の抑止は、

交番からの監視だけでなく、防犯カメラの設置

状況や地域単位で講じられている予防対策が大

きく作用している可能性が高く、こうした取り

組みを表わすデータも操作変数に組み込むこと

が必要とも考えられるが、そうしたデータを把

握することが困難であったため、そうした変数
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を操作変数の候補として盛り込むことができな

かった。このほかにも犯罪の発生の背景には多

様なものがあり、多様な社会経済的指標をさら

に検討していくことが必要である。

最後に、本稿では、地域の特性により細分化

された地域ごとの分析や時系列による犯罪情勢

の変化を踏まえた犯罪の地価・家賃への影響の

分析を試みたが、犯罪に関する情報が公開され

るようになってからまだ日が浅く、データの蓄

積も十分とは言えないことなどの困難も存在し

た。今後年度ごとの情報を蓄積していくことに

より、地域間の相違や時点聞の変化を踏まえた

より精密な分析も可能となると考える。

＊本稿作成にあたり、金本良嗣教授（東京大学）、山崎

福寿教授（上智大学）、吉田あつし教授（筑波大学）を

はじめ、住宅経済研究会に参加された方々から有益な

コメントをいただきました。また、応用地域学会、政

策研究大学院大学での研究会に参加された方々からも

多くのコメントをいただきました。これらの方々に厚

く御礼申し上げます。また山鹿は、文部科学省科学研

究費から若手研究 (B) （課題番号17730143）の助成を

受けている。

｝王

1 ) Chainey and Ratcliffe (2005）は、犯罪地図につ

いて、 GISや空間統計学の側面から非常に詳細にわ

かりやすく解説している。

2）たとえば島田・鈴木・原因（2002）は、犯罪発生

データの空間的自己相関についての分析を行なって

いる。

3) そのほか Hellmanand Naroff (1979）、 Lynch

and Rasmussen (2001）、 Bowes and Ihlanfeldt 

(2001）などの分析があるが、これらは犯罪そのもの

がどのような地域環境のもとで起きているのかとい

った分析や、それと犯罪と住宅価格との関係の同時

推定は行なわれていない。

4）平岡（2004）は、大阪府における犯罪が地価に与

える影響についてのへドニック・アプローチによる

分析を最小 2乗法 COLS）を用いて試みており、そ

の結果犯罪の発生は地価に有意な影響を与えないこ

とを示している。

5）住宅地の地価に影響を与える犯罪発生率を計測す

る際には、住宅地における犯罪の危険性を示すため、

侵入窃盗に関しては住宅に対する窃盗だけを取り出

し、住居敷地面積当たりの犯罪件数を算出した。

6）低所得者割合は、国勢調査、住宅・土地統計調査

をもとに統計解析を行なうことでUDS社が算出した

年収階級別世帯数の資料を利用した。町丁目全体の



面積、住宅敷地面積、建築面積割合、木造共同住宅

割合は東京都都市整備局の資料およびその集計によ

る。世帯密度は面積当たりの犯罪発生の推計の場合

のみ推計に使用した。

7)パネル分析については、固定効果推定ではなく、

ランダム効果推定を採用した関係でLIMLによる推

定は行なっていない。

8）田中・浅見（2005）は、日本においては空間的な

地域による住み分けがアメリカほどには進んでいな

いとの認識の下、物件規模などの物件が有する特性

に着目した市場の細分化を試みている。

9）内生性のテスト：具体的には、操作変数で犯罪発

生率を説明する第 1段階の推定を行ない、第 1段階

で推定された犯罪発生率と第 1段階の推定式の残差

項を説明変数に含めて住宅地の地価を説明する回帰

分析を行ない、第 1段階の残差項係数が有意に Oと

異なるかを t検定で検証する。結果としては、面積

当たりの推定、世帯当たりの推定いずれについても、

内生性が採択され、 OLSの推定値が一致推定量では

ないことを示している。

過剰識別性のテスト：操作変数による推定（第 2

段階の推定）により生じた誤差項と操作変数とに相

関があるか否かにより過剰識別の検定を行なった。

交番存否を操作変数とする推定では Sarganのテス

トが棄却されていないが、交番距離を操作変数とす

る推定では棄却されており操作変数の設定に課題を

残している。

弱相関性のテスト： Stockand Y ogo (2005）が提

示する方法で、 F検定量が有意に弱相関性の仮説を

棄却できるかどうかを検定した。いずれの場合も弱

相関性を棄却している。

特性空間に対する分析を行なった際の内生性のテ

スト、過剰識別性のテスト、弱相関性のテストの結

果は表4を参照。内生性と過剰識別性のテストの手

法は Wooldridge(2005）を、弱相関性のテストは

Stock and Y ogo (2005）を参照されたい。

10) 2005年の侵入窃盗の住居面積（ha）当たりの件数

が約0.7であるので、表2の面積当たりの犯罪発生率

の推計の場合： l exp ( -0. 2495×0.7×0.1) ~0.017 

となる。

11) 2SLSの推計では侵入窃盗の犯罪発生率の住宅地の

地価への影響が 0.2420判事となっている。

12）リクルート（2005）では、マンションを「耐火構

造でできた共同住宅」、アパートを「準耐火構造でで

きた共同住宅」と定めている。
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研究論文

都市の容積率と交通需要

浅田義久

はじめに

図Iのように、高速道路では、東京都区部の

交通混雑が顕著であるが、一般道路では、東京

圏、大都市圏、地方都市とも同程度の平均速度

となっており、一般道路の交通混雑は都市部で

共通の問題となっている。

高速道路の渋滞に対しては、理論的には外部

混雑費用を混雑料金として課金すること（ピー

クロードプライシング）が資源配分上最適であ

り、首都高では ETCを活用すればピークロー

ドプライシングが可能である九ところが、一

般道路の場合は、ネットワークも複雑で、速度

関数や需要関数を推計することは難しく、混雑

料金の推計は困難である九また、後述するロ

ンドンのような課金システムのインフラも整備

されていないため、交通混雑解消のために混雑

料金を課金することも難しい。そのため、発生

交通量自体を制限するために容積率規制が必要

という意見も見られる。例えば、大方（1997)

は「東京の丸の内のような商業業務地で容積率

を撤廃すれば、……一層の通勤混雑、都心部の

交通混雑その他の不利益をも引き起こすことに

なり、……jとしている。しかし、浅見

(1994）が「現在の研究レベルでは『容積率が

高いほど道路使用需要が高い可能’性が大きいた

め、容積率と敷地周辺の道路ネットワークとの

関連で規制があることについてそれなりの合理

性があるJということしか説明できないのであ

る」と指摘しているように、発生交通量と容積
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率の関係を分析したものはみられない。

東京都区部の指定容積率と概算容績率の推移

を見たものが図2である。 1970年に導入された

容積率規制の下で、それ以後、東京都区部の指

定容積率はほとんど変化していなしユ。概算容積

率は、都心 3区では1981年の256%から2005年

には436%と、 1.7倍になったが、これは2003年

以降の急増が寄与している。その聞に、東京都

の実質都内総生産は1.9倍となっている。

容積率と交通需要や生産性に関する論文とし

ては、唐渡（2006）や八回・唐渡（2006）があ

り、これらでは、指定容積率を用いて交通需要

を推計している。しかし、表2で示すように指

定容積率と概算容積率ではかなり議離がある。

また、唐渡（2006）、八回・唐渡（2006）両論

文ではトリップ数を交通需要としているが、交

通混雑はトリップ数ではなく自動車の総走行距

離（トリップ数×各自動車の走行距離）によっ

て引き起こされるものである。短い距離の交通

需要は局地的には交通混雑を招くが地域全体に

波及するものではなく、むしろ効率的交通とい

える。

本稿では、容積率緩和が交通混雑につながる

かに焦点を当てるため、実際の容積率を用いて、

交通混雑に直接つながる総走行距離との関係を

分析した。

l使用データ

本稿は、容積率と交通量の関係に焦点を当て

ているため、実効容積率が詳細にわかる東京特
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いている。ただし、トリップ数は東京特別区を

発地か着地とする全サンプル（ 9万9375サンプ

ル）で回答があるが、距離を回答しているのは

9万3506となる。また、道路交通センサスでは、

目的を表 1のように19分類しているが、以下で

は表にあるように、業務、通勤、その他の 3分

類にして分析した。

別区の Cゾーン別のデータを推計に用いてい

(a）自動車交通データ

自動車交通データは平成11年度道路交通セン

サスの自動車OD(Cゾーン）を用いている。

Cゾーンは東京特別区を160分割しているが、

そのうち 2ゾーンは自動車交通の発生集中がな

いため、分析対象は158ゾーンとなる。一般的

には唐渡（2006）八回・唐渡（2006）、八田・

久米・唐渡（2005）のように、「平成11年度道

路交通センサス」（国土交通省）を利用し、集

計されたトリップ数を用いるが、距離や所要時

間、発生地か目的地かを判断するため出発地や

目的地で積んだ重量が必要となるため、個票か

らデータを集計した。その際は、拡大係数を用

る。

(b）土地利用データ

「平成13年度土地利用現況調査J（東京都）の

町丁目データを、道路交通センサスの Cゾー

ンに合わせて集計したデータを用いた。

本稿では、事業所の密度と道路交通需要の関

係の分析を目的としているので、「土地利用現

況調査」の事務所床面積を宅地面積で除して計

算した数値を実効容積率として用いた。

30 

平

20~ 
度

10般

道
路

図1 一般道路、高速道路の平均速度

(km/h) 
100 

平 80
均

喜60

高 40
速

露20
よって、

道路交通センサスの分類 新分類

出勤 通勤
E支え4ま'fjチ丈' その他

家事・買物 その他

社交・娯楽（日常生活圏内） その他

観光・行楽・レジャー（日常生活圏外） その他

名所・旧跡、や催し物なとをみる その他

保養（温泉、家族・知人との交流など） その他

スポ－・；； その他

遊園地・潮干狩り・写真・写生・飲食ドライブな
その他との体験

そのf也のレジャー その他

送迎 業務

荷物／貨物の運搬を伴う業務 業務

貨物は運んだが、下ろさなかった 業務

貨物を下ろした 業務

貨物を下ろしたほかに、他の付帯業務を行なった 業務

荷物／貨物の運搬を伴わない業務 業務

帰社 業務

帰宅 通勤

不明 その他
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表 l一道路交通センサスの目的分類
0 

1980 1983 1985 1988 1990 1994 1997 1999 2005＇（年度）

ー←都区部高速道路計 ＋ー名古屋市高速道路計

一←大阪市高速道路計 一＋一都区部一般道路計

t 名古屋市般道路計 ー一大阪市一般道路計
一 ト DID－般国道 持 DID主要地方道

出所） 「道路交通センサスJ（国土交通告、）
注） 1980～1990年度の旅行速度はピークl侍に調査、 1994度以降は

混雑時に調査したものである。交通不能区聞を含む。高速道路
計には骨量凶道の自動車専用道路を合まない。

(100億円）
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図2 東京都区部の容積率
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表2 土地利用現況調査と課税資料による概算容積率、
指定平均容積率

実効容 概算容
指定平均 ( b) 

積率 積率

(a) ( b) 
容積率 (a) 

千代田区 374.0 563.9 537.7 1.508 

中央区 393.4 480.2 569.4 1.221 

港区 277.1 302.3 406.8 1.091 

新宿区 226.3 230.8 386.4 1.020 

文京区 208.4 187.3 337.7 0.899 

台東区 241.5 273.6 484.8 1.133 

墨田区 201.5 169.7 324.6 0.842 

江東区 175.7 151.0 289.2 0.859 

品川区 183.0 154.5 276.1 0.844 

目里区 145.2 130.9 206.7 0.901 

大田灰 133.4 122.4 216.5 0.918 

世出谷区 112.8 92.1 168.2 0.817 

渋谷区 204.4 217.3 327.4 1.063 

中野区 138.9 118.5 214.9 0.853 

杉並区 111.0 93.8 155.0 0.845 

豊島区 188.9 178.4 351.8 0.944 

北区 152.4 131.1 250.6 0.860 

荒川灰 171.0 142.5 325.9 0.833 

板橋区 140.6 111.7 234.9 0.794 

練馬区 107.6 83.8 160.8 0.779 

足立区 117.1 84.2 234.0 0.719 

：葛飾区 116.9 92.7 211.9 0.793 

江戸川区 143.5 97.8 226.8 0.682 

特別区 156.5 136.1 254.4 0.870 

ぽ1）概算容積率、指定容積キtは「東京の土地」に掲載されたもの

で、平成14年1月1日の課税資料より計算されている。

2 ＼実効容積率と概算容積率、実効容積率と指定平均容積率の相

関係数はおのおの0.976、0.957、概算容積率と指定平均符積率の

相関係数は0.918。

「東京の土地J（東京都）での指定容積率や概算

容積率とは異なった数値となっている。

表2は本稿で用いる実効容積率と概算容積率、

指定平均容積率の区別平均を見たものである。

総じて、都心では実効容積率が概算容積率より

小さくなり、周辺部では実効容積率のほうが大

きくなっている。

次節で地図を用いて交通需要を概観するので、

図3で23区の実効容積率を図示しておく。

図3 区別実効容積率

表3 主要データ記述統計

平均 標準偏差

発生台 km 350,105 346,965 

集中台 km 346,138 342,316 

総台・ km 696,243 687,303 

総台数 66,868 70,023 

km／総台数 12.5 6.7 

総台数／総面積 260 216 

事業所数 3,647 4,074 

労働者数 39,665 56,397 

夜間人口 49,637 64,636 

総面積 390.70 460.76 

宅地面積 223.30 270.60 

道路面積 83.22 112.77 

床面積 349.39 354.93 

実効容積率 210 118 

花）総台数はト ＇） yプ数と同じになる。

(d）夜間人口データ

最小

5,606 

13,299 

21,767 

2,329 

3.8 

28 

1 

25 。
12.67 

4.01 

2.70 

0.37 

9 

（%） 
365 
336 
308 
279 
250 
222 
193 
165 
136 

最大

1,441,998 

1,318,779 

2,760,777 

288,948 

37.5 

1,403 

19,583 

336,063 

237,195 

1,945.40 

1,044.24 

1,043.35 

1,269.51 

765 

「住民基本台帳」（平成11年 1月 1日、東京

都）の町丁目別人口を Cゾーンに集約して用

いている。

これら推計に用いたデータの、 158ゾーンの

記述統計が表3である。

2道路交通需要の現状

道路交通需要を区別の図表で概観してみよう。

表 4 （区別の総交通需要）見ると、交通需要が

(c）事業所数・労働者データ 多いのは大田区、江東区、江戸川区、足立区、

「平成11年事業所・企業統計調査J（総務省） 世田谷区など比較的周辺部であることがわかる。

の町丁目別データを Cゾーンに集約して用い 目的別に見ると、都心部は業務目的が45%を超

ている。 え、周辺部は通勤目的が30%を超えている。

なお、発生交通量と集中交通量は業務、通勤、
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表4一目的別発生・集中交通量

合計 業務 通勤 その他

（千台・ km) （%） （%） （%） 

千代田区 4,774 46.0 17.3 36.7 

中央区 5,799 45.4 19.4 35.1 

港区 6,443 46.0 19.7 34.3 

新宿区 4,911 47.3 22.1 30.5 

文京区 2,096 51.7 27.7 20.6 

台東区 3,033 55.0 20.7 24.2 

墨田区 3,056 50.9 25.4 23.7 

江東区 8,336 36.0 19.0 45.0 

品川区 4,966 45.3 20.9 33.8 

目黒区 2,558 51.8 26.9 21.3 

大出区 10,238 41.4 27.2 31.5 

世田谷区 7,518 41.1 34.5 24.3 

渋谷区 3,329 50.8 24.5 24.7 

中野区 2,211 43.3 30.9 25.8 

杉並区 4,195 39.0 35.2 25.7 

豊島区 2,623 47.1 29.3 23.6 

北区 2,707 40.4 28.0 31.5 

荒川区 1,593 47.9 24.9 27.2 

板橋区 5,559 39.1 30.0 30.9 

練馬区 5,542 39.3 37.1 23.6 

足立区 8,131 38.7 32.8 28.4 

葛飾区 4,027 44.2 34.3 21.5 

江戸川区 7,056 41.5 29.4 29.2 

特別区 110,703 43.3 26.9 29.9 

その他においても同じ傾向にあるので、発生交

通量と集中交通量を分割せず、加えたものを交

通需要として分析した。

都心部は面積が小さいため交通量は少なくな

っているが、宅地面積当たりにすると図 4のよ

うに中央区、千代田区といった都心の交通需要

が多くなる。これら宅地面積当たりの交通需要

が多い地域は容積率も高いことから、容積率を

抑えると交通需要が低下するという考え方の根

拠となっているようである。なお、以下では都

心部で最も需要が多い業務目的のみ扱っている。

通勤目的、その他目的は都心の需要においては

相対的に少なしこの結果だけでも都心の交通混

雑には寄与していないと考えられるからである。

ところが、これを床面積当たりや従業員当た

りで見ると興味深いことがわかる。

図5は床面積m＇当たりの業務交通需要を見た

ものである。都心部では中央区での交通需要が

多くなっているが、中央区は晴海や築地など運

輸・通信業の集積が高い地域である。後述の推

計では運輸・通信業を説明変数に用いてこれら

図4 宅地m＇当たり業務交通需要
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図5 床面積m＇当たり業務交通需要
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をコントロールしている。中央区以外の都心部

は周辺部とそれほど差がない。

従業員 l人当たりの業務交通需要（図 6）を

見ると都心部では従業員 1人当たりの業務交通

需要は少なく、周辺部で業務交通需要が多いこ

とがわかる。都心部は交通非集約的な産業が集

積していることになる。

交通混雑は発生集中量とともに、 1トリップ

当たりの走行距離によっても影響を受ける。発

生・集中地区別にはトリップ数（交通需要）が

少なくても走行距離が長いと通過地区の混雑を

招くからである。 1トリップ当たりの平均走行

距離（発地から目的地までの距離）を見ると品

都市の容積率と交通需要 25 



図6 従業員 1人当たり業務交通需要

図7 業務 lトリップ当たりの走行距離

13.1 
11.9 
10.7 
9.5 
8.3 
7.1 
5.9 
4.7 
3.5 

(Km) 

14.2 
13.6 
13.l 
12.5 
11.9 
11.3 
10.7 
10.2 
9.6 

川、目黒、江東、大田区などで距離が長くなっ

ているが、容積率と平均距離は無関係に見える

（図 7）。

最後に、道路交通需要と容積率に関して最も

重要な関係にあると思われる、床面積当たりの

業務交通量と実効容積率の関係と、地域別の産

業特性に関して重要だと思われる労働者 1人当

たりの業務交通量と実効容積率の関係を、第3

節で検討するゾーン別に見ておこう（図8、図

9参照）。両図とも右下がりの関係にあり、実

効容積率が高い地域では床面積当たりの業務交

通量や労働者 1人当たりの業務交通量が少なく

なっていることがうかがえる。

26 季刊住宅土地経済 2007年秋季号

図8ーゾーン別床面積当たり業務交通と実効容積率
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3道路交通需要と実効容積率に関する

実証分析

推計モデル

本来、道路交通需要と実効容積率の関係を検

討するには立地モデルを構築し、道路交通需要

の多い企業と少ない企業の立地の違いを考察す

べきであるが、データの制約等もあり本稿はゾ

ーン別交通需要を誘導型として推計している九

まず、被説明変数となる交通需要を業務と通

勤、その他に 3分割した。これは第2節で見た

ように、発生交通量と集中交通量はほぽ同じ傾

向にあるためで、実証分析でも発生と集中を合

計したものを交通需要として分析している。交

通需要は、 1台当たりの走行km（以下、平均走

行距離と記す）と、宅地面積当たりで、当該地

域を発地・着地とする自動車の総走行台・加1

（以下、総走行台・ kmと記す）とした。道路交

通混雑は後者によって起きると考えられるが、

交通需要特性を検討するために、平均走行距離

も被説明変数とした。



表5 自動車交通需要関数（両辺対数；業務）

変数名
1台当たり走行km 総走行台 ・km／面積

推定値 t f直 推定値 t 値

定数項 3.914194 17.52 9.816105 29.88 

単位宅地面積当たり従業者数 0.16646 4.18 0.04279 -0.73 

運輸通信業従業者比率 0.060747 2.86 -0.04963 1.59 

総宅地面積 0.0903 3.89 0.13391 -3.92 

単位宅地面積当たり道路面積比率 0.02101 0.21 0.60695 4.18 

当該地域容積率 0.17283 2.80 0.219834 1.56 

サンプルサイズ 158 158 

Adj.R2 0.48220 0.48365 

表6 自動車交通需要関数（両辺対数；通勤）

1台当たり走行km 総走行台 ・km／面積
変数名

推定値

定数項 3.026927 

単位宅地面積当たり従業者数 0.01465 

運輸・通信業従業者比率 0.00354 

総宅地面積 0.00286 

単位宅地面積当たり道路面積比率 0.143479 

当該地域容積率 0.10637 

サンプルサイズ

Adj.R2 

説明変数は実効容積率に加え、従業者数、総

宅地面積、運輸・通信業従業者数、夜間人口な

どで多重共線性を考慮して、面積比や従業者比

率を用いている。

推計結果は、表5と表6に示したとおりであ

る。

業務交通をみると、総走行台・ kmは当該地

域の容積率がプラスに有意に効いている。この

結果からは容積率が高い地域では交通需要が多

くなることになるが、弾力性は0.2となってお

り、容積率が10%増加すると、交通需要が2%

増化することになる。しかし、都区内の従業者

数を一定とすると、都心の容積率を引き上げ、

従業者を移転させると交通需要は減少する可能

性がある。

このことを検証するため、平均走行距離をみ

てみよう。当該地域容積率はマイナスに有意に

効いており、容積率が高い地域で発生、集中す

る交通需要は平均走行距離が短く、東京圏全体

で見ると混雑を生じさせないようなトリップと

いえる。平均走行距離では単位面積当たり従業

t f直 推定値 t値

11.64 1.535169 3.84 

0.32 0.3056 4.33 。.14 0.10984 2.88 

0.11 0.007738 0.19 

1.25 0.12575 0.72 

0.95 -0.00466 0.03 

158 158 

0.05468 0.33668 

者数がマイナスに有意に効いており、従業者数

密度が高い地域は走行距離が短くなることにな

る。これは、容積率緩和によって従業者密度が

高まると、平均走行距離が一層短縮されること

を意味している。容積率が高い地域に集まって

くる事業所で発生する交通は平均走行距離が短

いのである。

通勤交通では、当該地域容積率は平均走行距

離、総走行台・ kmともに有意ではない。特に、

平均走行距離は、道路面積以外は有意な変数は

なく、通勤需要は業務需要と異なる要因で決定

されていることがわかる。本稿は都心部の交通

混雑に焦点を当てているため、通勤需要に関し

てはこれ以上の分析を行なわないが、今後、鉄

道やパスといった公共交通との代替性や居住人

口などを説明変数として検討を行ないたい。

おわりに

「はじめに」で記したように、交通混雑に対

しては、外部混雑費用を混雑料金として課金す

べきであり、インフラを整備すれば、ロンドン
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のように導入は可能である。ロンドンでは、

2003年 2月から一般道路に混雑料金が課金され

た。セントラルロンドン（2lkm＇）と呼ばれる中

心街に 9時から18時30分までに通過する車に対

して 1日5ポンドを課金し、 2005年7月には 8

ポンドに値上げされ、課金によって交通混雑は

かなり緩和された九

しかし、日本では前述のように、課金システ

ムのインフラが整備されていないこともあり、

一般道路の混雑料金課金の導入より、容積率規

制によって交通混雑を抑制しようという考え方

がある5）。

そこで、本稿では、容積率と交通需要の関係

を実際のデータを用いて推計した。その結果、

容積率が高い地域の事業所が発・着地になって

いる自動車交通は、平均走行距離が短く、従業

者の容積率弾力性によっては容積率を高めたほ

うが総走行台・ kmも短くなることがわかった。

容積率を規制すると、平均総距離が長い交通需

要が多く発生し、むしろ混雑を増加させる可能

性がある。

今後の課題としては、生産関数の中の投入要

素として交通を入れた立地モデルを構築して、

容積率緩和によって企業の立地の変化を通じて、

交通需要がどのように変化するかを分析するこ

とであるへそれによって、従業者数が内生化

され、内生性の問題は解決される。また、その

際には空間的自己相関も解決したい。現状では

データ上の制約から立地モデル構築は困難であ

る。

また、本稿では扱えなかった交通混雑による

外部不経済は、地代に反映するというモデルを

構築すれば推計が可能である。しかし、この場

合は交通需要曲線を導出できないため、混雑料

金課金や容積率規制による効果を推計すること

ができない九しかし、外部不経済の推計のた

めにはこのようなモデルで行ないたい。

＊東京都のご厚意により「土地利用現況調査Jのデー

タを利用している。本稿作成にあたり、住宅経済研究
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会において金本良嗣先生、山崎福寿先生をはじめ参加

者の先生方から有益なコメントをいただいた。記して

感謝したい。

J王

1）混雑料金に関する経済学的分析は山崎・浅田

(2003）を参照されたい。

2）文（2005）では、高速道路と一般道路の次善の料

金制度を検討しているが、交通需要は地域別人口を

外生的に与え、重力モテ。ルで交通需要を求めている。

3）また、空間的自己相関や内生性の問題もあるが、

これらも今後の課題とした。

4）導入 1年後には交通量が18%、交通遅延が30%減

少し、パスへの利用転換が多いことが報告されてい

る。

5）東京都では2000年に『TDM東京行動プラン』を発

表し、混雑料金の導入も検討していたようであるが、

その後検討されていない。

6）唐渡・八回（2003）、唐渡（2006）などを参照され

7こい。

7）山崎・浅田（2003）の鉄道混雑による外部不経済

の推計を参照されたい。
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研究論文

親からの住宅資金援助と

子の住宅取得行動

周燕飛

はじめに

理論的には、持家より一生賃貸暮らしのほう

が経済的に合理的となることもありうるが、日

本では、家族向けの良質な賃貸住宅の供給自体

が少ないことや賃貸保証人制度の慣行があり、

高齢期になると保証人を立てられないリスクが

高いことなどから、最終的に持家を取得する世

帯が多い。「平成15年住宅・土地統計調査」（総

務省）によると、 6割以上（61.3%）の世帯が

持家に住んでおり、 2人以上の世帯に限ってみ

ると、持家率が74.7%にも達している。しかし

ながら、自力で持家を購入する場合、通常、住

宅総額の21% （マンションの場合）から24%

（一戸建ての場合）程度の頭金を用意する必要

がある（「公庫融資利用者調査報告2002」住宅

金融公庫）。実際、 Horioka(1988）によると、

住宅取得のための頭金貯蓄は、日本の家計貯蓄

全体の12.8～34.5%を占めており、家計は明ら

かに頭金制約を受けていると思われる。なお、

流動性制約に直面した場合、家計は最適な床面

積よりも狭い物件を取得せざるをえないため、

効用レベルが低下することになる（井出2004

b）。

こうした頭金による流動性制約があるなか、

親からの経済援助がある場合とない場合とでは、

子ども世帯の住宅取得行動がどう変わるのかと

いう点が学問的にも政策的にも興味深い。一般

的に、親から住宅・土地を相続したことや親か

ら住宅取得資金を援助してもらうことによって、

子ども世帯の流動性制約が緩和されたり生涯可

処分所得が増えたりする。それに対して、子ど

も世帯は①住宅を取得する時期を早める、②本

来の予定よりも価格の高い物件を取得する、③

住宅取得時の自己資金を増やし、ローン負担を

軽くする、④贈与により余裕が生まれる分、貯

蓄もしくは他の一般消費財に転用するという 4

つの行動パターンが考えられる。もし、①と②

の行動が確認されれば、親から子への土地贈与

や住宅資金援助は住宅投資の増加につながると

いうことが言える。その場合、生前贈与を促進

するような制度改革1）は、マクロ的に家計消費

を刺激するような効果が期待できる。また、現

在、少子化により住宅需要が急速に減少するこ

とが懸念されているが、少子化は子ども l人当

たりの親からの住宅資金援助を増加させること

から、住宅需要減少には一定の歯止め効果があ

ることが予想される。

そこで本稿は、平成16年 2月に行なわれた

「親子世帯聞の援助の実態と意識に関する調査」

（国立社会保障・人口問題研究所、以下「支援

調査」と略称）の個票データを用いて、親から

の住宅資金援助が子ども世帯の住宅取得行動に

どのような影響を及ぽすのかという点を分析し

た。該当調査データには、住宅の種類、住宅取

得時期および方法、親から頭金援助の有無とそ

の金額、親世帯と子ども世帯両方の所得などの

諸質問が存在しているために、本稿の研究テー

マに適しているといえる 2）。
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1先行研究

大多数の先行研究では、遺産は、子どもの所

得にかかわらず平等に分配されるが、生前贈与

に関しては経済的に恵まれない子どもほど受け

取る確率が高いことがわかっている。例えば、

McGarry (1999）によると、親の贈与を受け

る確率が子どもの現在収入と負の相関関係にあ

り、流動性制約に直面している子どもは、より

たくさんの贈与を受けている。また、 Mayer

and Engelhardt (1996）は住宅ローン世帯に

対する実証分析を行なった結果、金融機関から

融資を受けにくい、学歴が高い、正味資産が低

いなどの特徴を持つ子どもは親から贈与を受け

る確率が比較的高いことを明らかにした。

一方、親からの贈与が子ども世帯の住宅取得

行動に与える影響について、 Guiso and 

J appelli (2002）は1991年のイタリアの家計デ

ータを用いて推計した結果、同一年齢世帯の中

で平均的な贈与金額（8.7万ユーロ）を受けた

世帯の住宅取得確率は、受けていない世帯に比

べて20%も高いことを明らかにしている。また、

他の条件が一定であれば、平均的な贈与を受け

た世帯の住宅価格は、受けていない世帯より 4

万ユーロ高いことも示している。 Engelhardt

and Mayer (1998）は、アメリカの住宅購入者

アンケートに基づいて分析した結果、親からの

経済援助川ま頭金貯蓄の年数を 9～20%短縮す

る効果を持つことを明らかにしている。また、

贈与 1ドルに対して、 29～40セントが消費に回

され、残りの60～71セントが頭金に使われてい

ることを報告している。

日本では、住宅の取得行動について多数の研

究が行なわれてきたが、世代間援助の視点から

みたものは非常に少ない。こうした数少ない先

行研究の中で、本稿との関係から特筆すべきは

得行動に与える影響について分析した井出

(2004a）は、東京圏に住む家計を対象に推計

した結果、親からの贈与が子ども世帯の住宅ロ

ーン借入額の減少につながるという結果を報告

している。さらに、井出（2004b）は2003年か

ら実施された住宅贈与非課税枠の引き上げの影

響に注目し、贈与が家計の住宅投資にもたらす

影響を推計した結果、①非課税枠付近に贈与額

が集中する、②贈与額が住宅取得額に与える影

響は極めて強く、贈与額の 1%ポイント上昇が

住宅取得額を0.3%ポイント高めるという結論

を得ている。

上記の先行研究に比べ、本稿の分析の新しさ

は、第 Iに、住宅取得額のほか、住宅取得のタ

イミングや頭金額にも注目し、生前贈与と住宅

取得行動の関係を全般的に考察している点であ

る。第2に、既存研究の大多数は、贈与の総額

を用いて、住宅目的の贈与について大雑把な議

論を行なっているが、本稿は、目的別の贈与額

がわかるため、住宅取得支援目的の贈与に絞っ

た議論が可能である。第3に、先行研究では親

世代の情報が欠知しているというデータ上の制

約を受けているが、本稿では親世帯の情報を考

慮した推計がデータ上可能なため、モデルで重

要な説明変数が欠知するという問題も回避して

いる。

2モデルと推計方法

仮に子ども世帯がまったく流動性制約を受け

ていないのであれば、理想的な住宅取得額

(h＊）は、世帯の持つ純金融資産W、恒常所得

YPおよび親のトランスファーTから一般消費

財 cを引いた金額となるはずである（井出2004

a）。

h～PF*=W+YP+(b+i)T一C

with b+i=l (1) 

下野（1993）と井出（2004a,2004b）である。 Pは単位床面積当たり住宅価格、 F＊は理想、

下野（1993）は相続による住宅取得世帯に焦点 的な床面積、 iは生前贈与の割合、 bは遺産の

を当て、私的移転と日本人世帯の資産形成との 割合である。しかしながら、世帯の恒常所得

関係を探っている。一方、世代間援助が住宅取 YPは正確に把握できるものではないので、学
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歴、職業、勤続年数などから推測する。また、

住宅取得を決める時点では現在所得が恒常所得

を下回ることが多い。さらに、住宅取得の時点、

では親世帯はまだ生存しているため、いくら遺

産をもらえるのかも定かではないはずである。

そのため、実際の住宅取得額hは、純金融資産

W、現在所得Y、親からの生前贈与iT、住宅

ローンMから一般消費財cをヲ｜いた金額となる

はずである。

h=PF=W+Y十M+iT-c (2) 

そのうち、現在収入Yは恒常収入 YPと変動

収入 YTの2つの部分によって構成されており、

住宅ローンの上限額Mは通常現在の収入水準に

リンクされている 4）ため、結局、世帯の住宅取

得額は主に下記の変数より説明できると思われ

る。

h=a。＋a,W+a2YP+a3YT十九（iT)+asc 

+xβ＋u (3) 

く住宅取得額関数〉

Xは世帯主の職業、子どもの数、共働きダミ

ーなど一連の外生変数、 a，～as、βは係数ノfラ

メーター、 uは期待値ゼ、ロ、分散一定の誤差項

である。 YPは直接観察されないため、通常行

なわれているように、年齢、年齢の 2乗、学歴、

職業ダミー等で回帰した恒常所得の予測値を用

いる。また、 McGarry(1999）によると、生

前贈与額iTは、子ども世帯の流動性制約の程

度と正の相関関係を持っており、内生的に決ま

る変数である。

生前贈与額のこうした内生性を考慮して、本

稿は操作変数法で（3）式の住宅取得額関数を推計

することにする。なお、操作変数は、生前贈与

額に影響を与えるが住宅の取得額に影響しない

要因として、親の持家の有無や親と電話やメー

ル連絡する頻度を用いる九

一方、頭金額Dは、（2）式を変形することで得

られる。

D=h-M=W + Y +iT一C (4) 

よって、頭金額関数は下記のような形をとると

考えられる。

しゅう・えんび

1975年中国湖南省生まれ。 200I 

年大阪大学大学院国際公共政策

研究科博士課程終了（国際公共

政策博士）。国立社会保障・人

口問題研究所客員研究員を経て、

現在（独）労働政策研究・研修

機構研究員。

論文；「保育士の労働市場から

みた保育待機児問題」ほか。

D=b。十b1W+b2YP十bsYT十b4(iT) +bsc 

+xβ＋v (5) 

〈頭金額関数〉

取得時期関数も基本的に頭金額関数と同様な

構造を持つと考えられるが、ライフ・サイクル

的な要因や時期的な要因（F）も重要だと考えら

れる。例えば、結婚年齢の若い人ほど、子ども

の出産年齢の早い人ほど、より早いライフ・ス

テージで住宅を取得している可能性が高い。ま

た、住宅価格が下落している時期においては、

家計は住宅の取得を遅らせる可能性がある。住

宅取得時の世帯主の年齢または頭金貯蓄年数を

被説明変数Aとすれば、取得時期関数は以下の

ような形となると思われる。

A=c。＋c,W+c2YP+c3YT十c.(iT) +csc 

+xβ＋FcHe (6) 

く取得時期関数〉

なお、頭金額は取得時期との聞に、強い相関

関係があると考えられる。つまり、取得時世帯

主の年齢が若ければ若いほど、頭金額が低いと

の調査結果はあるほか、支援調査データにおい

ても両者の相関係数が高い。したがって、（5）式

と（6）式を推定する際には、残差項の相関（Cov

(v,e) =I= 0）を考慮して、 Seemingly Unrelated 

Regression法を用いて同時推計を行なうこと

が適当である。

3データ

上記の実証モデルを推計する際に用いるデー

タは、「親子世帯聞の援助に関する研究会J（国

立社会保障・人口問題研究所）が平成16年2月

に実施した「親子世帯聞の援助の実態と意識に
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表 lー住居取得状況の内訳（N=1,466) 

住居の種類

非持家
借家世帯

親や親族の持家に同居する世帯

A-1)資金援助および土地贈与を受けた持家

A-2）土地贈与のみの持家
持家

B) 資金援助のみの持家

C) 経済援助なしの持家

その他または不明

E仁h' 言十

関する調査」の個票である。支援調査は首都圏

（東京、神奈川、千葉、埼玉）と阪神圏（京都、

大阪、兵庫）に住む未就学の子どもを持つ子育

て世帯（子ども世帯）および未就学の孫を持つ

高齢者世帯（親世帯）を対象に 2回にわたって

行なわれた調査である。本稿は、主にその子ど

も世帯を分析対象としている。具体的に、（株）

日本統計調査が保有する独自のアクセスパネ

ル吋ユら無作為抽出された1625の子育て世帯に

対し調査票を郵送した結果、 1466の世帯から有

効な返答が得られた（有効回収率90.2%）。

このように、「支援調査」の対象者は、大都

市部に住む未就学児童のいる世帯であり、単身

世帯や夫婦のみの世帯、子どもがすでに大きく

なっている世帯などが除外されている。したが

って、本稿の分析より導かれた結論が必ずしも

普遍的な意味を持っているものではないことを

留意されたい。ただし、大都市部に住み未就学

児童のいる世帯のサンプルとしては、「支援調

査」は高い代表性をもつものだと考えられる。

たとえば、「支援調査jのサンプル属性を「国

民生活基礎調査」（2003）の児童のいる世帯と

比べてみると、子どもの数（前者1.95人、後者

1. 73人）、母親の無業率（前者67.9%、後者

61.2%7＞）などでは非常に近い分布になってい

ることカヨわカ〉る。

なお、表 1は「支援調査」における1466世帯

の住居取得状況の内訳である。持家世帯が全体

の53.5%、借家世帯が33.3%、親や親族の持家

に同居する世帯が 7%、その他または不明が

6.2%である。なお、持家世帯（N=785）のう

32 季刊住宅土地経済 2007年秋季号

世帯数 割合（%）

488 33.3 
40.2 

102 7.0 

13 0.9 

56 3.8 26.3 

316 21.6 

400 27.3 27.3 

91 6.2 6.2 

1,466 100.0 100.0 

ち、およそ半分の世帯は親からほとんど経済援

助を受けていないが、残りの 5割の世帯は親か

らの土地贈与または住宅資金援助を受け取って

いる。

住宅資金贈与の内訳をみると、 5分 5乗方

式8）の非課税額の上限である550万円以下の援

助が全体の85.6%を占めており、贈与額平均は

298万円で、中位値は130万円であることから、

ほとんどの世帯が非課税限度内の額を受け取っ

ているものと考えられる。一方、非課税限度額

を超えた贈与も 7人に 1人くらいの割合で存在

しており、そのうち1000万円の贈与を受けた世

帯は17世帯（3.8%）、 600万円の贈与を受けた

世帯は14世帯（3.2%）となっている。

4実証分析の結果

住宅資金援助の決定要因

住宅取得行動の分析に先立ち、まず、どのよ

うな子どもが親からの住宅関連の経済援助を受

ける確率が高いのかをみてみよう。親によるト

ランスファーは、親世帯の収入と正の相聞を持

ち、子ども世帯の現在所得と負の相関関係を持

つことが McGarry(1999）の研究によって示

されている。また、親への訪問および電話の回

数が多ければ多いほど、親の手伝いをしている

人ほど、生前贈与を受ける確率が高いとの実証

結果もある（Coxand Rank, 1992）。

表 2の左側は、親から土地または資金贈与な

どの経済援助を受ける確率を推計したものであ

る。なお、住宅関連の経済援助の有無は、住宅

取得している世帯のみ観察される変数なので、



表2ー親から住宅関連の経済援助を受ける確率および資金援助額（T）の決定要因

経済援助の有無（ 1 ＝土地または
資金贈与額

資金贈与あり、 O＝なし）

(HeckProbitモデル）
(Tobitモデル）

係数 標準誤差 係数 標準誤差

預貯金額（万円） 0.00024 0.00024 0.17088 0.09091 * 
夫の恒常所得（予測値） 0.00012 0.00191 1.047 0.314 *** 
夫の一時所得（現在所得恒常所得） 0.00061 0.00036 * 0.066 0.139 

妻の現住所得（万円） 。.00020 0.00090 0.256 0.399 

月当たり生活費（万円） 0.01439 0.00938 0.411 0.412 

夫の職業：公務員（基準値：民間企業の正規職員） 0.18485 0.33255 -113.44410 125.11410 

夫の職業：自営業など 0.03478 0.34645 238.58660 123.74770材

夫の職業：その他 0.31543 0.72018 173.66270 314.05970 

子どもの数 0.14886 0.16111 69.66083 43.84109 

共働きダミー 0.01014 0.12062 56.37608 41.50724 

夫側両親と連絡する頻度：週3～ 4回以 k

（基準値：ほとんど述絡しない）
1.13100 0.43297 *** 250.53450 159.48800 

夫側両親と連絡する頻度：週 l～ 2回 0.48238 0.33054 395.27220 142.33830 ＊キキ

夫側両親と連絡する頻度：月 l～ 2回 0.23502 0.31124 305.42890 139.12490キ＊

夫側両親と連絡する頻度：年に数回 0.40392 0.32006 350.62840 141.58970キ＊＊

妻側父親の学歴大卒ダミー 0.19902 0.20104 ← 31.58786 80.06611 

妻側親の住居持家（一戸建て） （基準値：非持家） 0.05258 0.16888 2.56697 71.09510 

妻側親の住居一持家（集合住宅） 0.07008 0.32787 -97.00981 142.09370 

夫側父親の学歴大卒ダミー 0.18032 0.21615 -78.42080 85.03103 

夫側親の住居持家（一戸建て） 0.36509 0.18888 ** 172.47860 74.80078 ＊キ

夫側親の住居一持家（集合住宅） 0.04387 0.25877 182.71810 114.08640 

定数項 0.95739 2.43816 1237.83600 249.11430 *** 
サンプル数（uncensoredobs.／総数） 304/786 177/348 

対数尤度 677.30 -1458.79 

Rho （誤差項の相関係数） 0.2640 0.9627 

注 1) 「経済援助」とは、土地贈与または住宅関連の資金援助のいずれかを受けた場合を指す。

2) 「その他の職業」はパート、アルバイト、派遣・非常勤、無職、家事、学生などを含む。住居の基準値は、「非持家析帯jである。

3) * * ＊、＊＊、＊はそれぞれ 1%、5%、10%の有意水準で係数が有意であることを示す。

その推計にあたっては、標本選択誤差を考慮し

たProbitModel with Selection9＞を用いること

にする（Vande Ven and Van Pragg, 1981）。

その結果、まず、夫の現在所得と恒常所得の聞

のギャップが小さい世帯、つまり流動性制約の

低い世帯ほど、親から経済援助を受ける確率が

低いことがわかる。これは、 McGarry(1999) 

の結果と整合的である。また、両親とほとんど

連絡を取っていない世帯に比べると、頻繁に連

絡を取っている世帯のほうは、経済援助を受け

る確率が有意に高いが、これも Coxand Rank 

(1992）の実証結果と一致している。また、先

行研究では取り入れていない親世帯の情報を説

明変数として取り入れてみると、夫側の親が一

戸建ての持家を持っている場合には、子世帯が

経済援助を受ける確率が有意に高いこともわか

った。一戸建ての持家の有無は、親世帯の所

得川と高い相関を持っているため、この結果か

らは、裕福な親を持つ世帯ほど、経済援助を受

ける確率が高いと解釈できるであろう。しかし

ながら、経済援助の確率関数と標本選択関数の

誤差項の相聞を表す Rho値は、統計的に有意

な値ではないため、標本選択誤差はそれほど顕

著ではないようである。

表2の右側は、持家世帯における親の資金贈

与額の決定要因を Tobitモデルで推計した結

果である。ここでもやはり、流動性制約仮説と

整合的に、預貯金の少ない世帯、恒常所得の高

い世帯ほど、より高額の資金贈与を受けている

ことがわかった。また、一般の会社員に比べ、
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表3一住宅関連の贈与の有無別住宅取得行動の違い

変数名 全持家世帯 A）土地贈与あり B）資金贈与のみ C）経済援助なし IB),C）間差の検定

頭金額（万円） 765.0 628.2 946.6 654.4 ＊＊＊ 

住宅取得額（万円） 3409.0 2993.6 3313.5 3540.9 

住宅取得時の平均年齢－A 33.0 32.9 32.7 33.2 

頭金貯蓄年数（Aー学校卒業時の年齢） 12.8 12.5 12.2 13.2 ＊＊ 

住宅ローン額（住宅取得額一頭金額） 2748.1 2235.4 2694.5 2851.5 

注I）学校卒業時の年齢は、現在の年齢と学歴から逆算されたものである。
2) 「差の検定」とは、対象となる 2つのグループの聞に、属性の平均値に差があるかどうかのt検定（両側検定）である。

3) ＊、＊＊、＊＊＊はそれぞれ10%、5%、1%の有意水準で差が検出されている場合を指す。

夫が自営業の場合に親からの資金贈与額が有意

に高いことも社会的な通念と概ね一致している。

そのほか、親とほとんど連絡しない世帯に比べ、

頻繁に連絡を取っている世帯ほど資金贈与額が

高いことや、夫側親は一戸建ての持家を持つ場

合に資金贈与額が有意に高いことなども前述の

経済援助確率関数の推計結果と一致している。

なお、上記の推計結果によって得られた経済

援助の確率および資金贈与額の予測値は、内生

性を考慮するために、後段の住宅取得額関数、

住宅取得年齢関数および頭金額関数の推計に説

明変数として使われる。

単純集計結果

では、親より住宅関連の経済援助を受けるこ

とで、子ども世帯の住宅取得行動はどう変わる

のであろうか。本節では、モデル推計に先立つ

て単純集計の結果を中心に見てみよう。

まず、住宅取得時期についてみると（表 3）、

住宅取得時の世帯主の平均年齢は、親から土地

贈与または資金援助を受けているグループと経

済援助なしのグループのいずれもが、 32～33歳

前後となっており、はっきりとした差が見られ

ない。また、住宅取得年齢の Quantile分布

（図省略）でより詳しく調べてもみても、やは

りその差は小さい。これらの結果から、一見、

親による住宅関連の贈与は、子ども世帯の住宅

取得時期に影響していないように思われる。し

かしながら、最終学校卒業年を頭金貯蓄の開始

年とすれば、頭金貯蓄年数には有意な差がみら

れる。具体的には、親の住宅資金贈与を受けた

世帯の平均頭金貯蓄年数は、経済援助なし世帯
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より 1年ほど短い。

次に、住宅取得額についてみると、経済援助

なしの世帯の平均取得額は、資金贈与のみを受

けた世帯と比べると200万円ほど、土地贈与を

受けた世帯よりも550万円ほど高くなっており、

資金贈与が住宅取得額を高めるという事前の予

想と反対の結果のようにも思われる。ただし、

住宅取得額の Quantile分布（図省略）でより

詳しく調べてみると、経済援助なしのグループ

の住宅取得額は、土地贈与ありのグループより

若干高いものの、資金贈与のみを受けているグ

ループとの聞の差はそれほど顕著ではないよう

である。

一方、最もはっきりとした差が観察されるの

は、頭金額である。経済援助なしのグループの

平均頭金額は654万円で、資金贈与のみを受け

ているグループより292万円も低い。また、頭

金額Quantile分布（図省略）をみても、やは

り資金援助を受けている世帯の頭金額は援助を

受けていない世帯より明らかに高い。

推計結果

第4節第2項の単純集計結果を踏まえて、本

節では実証モデルに基づき、その他の変数のコ

ントロールや住宅資金贈与変数の内生性問題を

考慮した計量分析を行なう。

表4は住宅取得額関数の推計結果であり、ケ

ース 1とケース 2はそれぞれ経済援助の確率

（予測値）と住宅資金贈与額（予測値）を用い

たモデルである。なお、親より土地贈与を受け

た場合に、その土地の市場価値がわからないた

め、土地と建物を含んだ住宅取得総額が算出で



表4一住宅取得額の決定要因

ケース l ケース 2

係数 標準誤差 係数 標準誤差

経済援助確率（予測値） 13.578 504.113 

資金贈与額（予測値） 0.951 0.578 * 
預貯金額（万円） 0.058 0.148 0.o75 0.154 

夫の恒常所得（予測値） 3.861 0.512 *** 3.196 0.607 *** 
夫の一時所得 2.255 0.371 *** 2.378 0.363 *** 
妻の現在所得（万円） 1.130 1.223 0.980 1.199 

月当たり生活費（万円／月） 0.179 0.428 0.236 0.357 

夫の職業：公務員 476.383 187.575 ••• 353.748 197.433キ

夫の職業・自営業など 690.167 279.148 ••• 654.055 271.596 •• 
夫の職業：その他 377.484 543.278 326.353 471.088 

子どもの数 32.299 82.772 8.398 83.643 

共働きダミー -76.861 78.126 -131.467 85.304 

定数項 1020.969 425.495 ** 1588.416 416.639 ••• 
R' 0.3215 0.3269 

注 1）サンプル数374世帯。標準偏差は、頑健な数値である。
2）職業の基準値は、「民間の正規職員」である。「その他の職業jはパート、アルバイト、派遣 非常勤、無職、家事、学生などを含む。

3) ＊、＊＊、＊＊＊はそれぞれ 10%、5%、1%の有意水準で係数が有意であることを指す。

きない。また、土地贈与を受けたサンプルはそ

れほど多くないこともあり、推計する際にはこ

れらのサンプルを除外することにしている。

表4を見てみると、ケース 1の経済援助確率

の係数は統計的に有意ではないが、ケース 2の

住宅資金贈与額の係数は正で統計的に有意であ

る。具体的には、住宅資金贈与が 1万円増える

ことに、住宅取得額が9510円増えることとな

るII）。したがって、親からの住宅購入のための

資金援助は、子ども世帯の住宅取得額にプラス

な影響を与えており、ほぽ贈与額と同程度の住

宅需要増を生み出していることがわかる。その

ほか、①夫の恒常所得または一時所得の高い世

帯ほど、住宅取得額が高いことや、②民間のサ

ラリーマン世帯に比べて、公務員世帯の住宅取

得額が有意に低いが、自営業世帯の住宅取得額

が有意に高いことも明らかになった。

一方、表5は（5）式の頭金額関数と（6）式の住宅

取得時期関数を SeeminglyUnrelated Regres-

sion法で同時推計した結果である。ケース A

は、住宅取得時期の代理変数を住宅取得時の夫

の年齢としているが、ケース Bでは頭金貯蓄

年数としている。なお、ここでも親より土地贈

与を受けている世帯は推計対象から除外されて

いる。

表 5からわかるように、親の住宅資金贈与は、

頭金額にプラスで有意な影響を与えている。住

宅資金贈与変数の係数は lに近いため、親によ

る住宅資金贈与は、予想通りほぼ全額頭金とし

て使われている。

一方、住宅取得時期について、住宅資金贈与

額は、頭金貯蓄期聞を短縮させる効果が顕著でト

あるが、住宅取得時の世帯主の年齢との関連性

は薄いようである1九具体的には、住宅資金贈

与額が1000万円増えることに、頭金貯蓄年数は

3.2年短縮される。したがって、親による住宅

資金贈与が、子ども世帯の住宅取得時期を早め

た効果は表5から確認できる。

そのほか、平成不況前（1991年以前）に住宅

を取得していた世帯に比べ、平成不況後に住宅

を取得していた世帯の取得時年齢が、有意に高

いことも表5の推計結果からわかる。しかも、

取得時期が最近になるとなるほど、取得時年齢

が高くなっており、 2002年から2003年に住宅を

取得した世帯主の年齢は、 1991年以前に取得し

た世帯主よりも7.9歳も高くなっている。頭金

貯蓄年数についても同様な傾向が見られ、住宅

取得時期の新しい世帯ほど頭金貯蓄年数が長い。

これは、バブル崩壊後、世帯収入が伸び悩んで

いることや、地価の長期下落でキャピタル・ロ

スを避けるためにマイホームの取得をなるべく

先延ばしする世帯が増えていることなどが主な
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表5 頭金額と住宅取得時期の同時推定（SeeminglyUnrelated Regression) 

ケースA ケースB
頭金額 住宅取得時年齢 頭金額 頭金貯蓄年数

係数 S.E. 係数 S.E. 係数 S.E. 係数 S.E. 

資金贈与額（予測値） 1.0406 0.3382 *** 0.0017 0.0011 1.0406 0.3382＊ホキ 0.0032 0.0016** 

預貯金額（万円） 0.4888 0.0850 *•* 0.0006 0.0003 ** 0.4888 0.0850*** 0.0009 0.0004** 

夫の恒常所得（予測値） 1.3579 0.4077 *•* 0.0229 0.0016 *** 1.3579 0.4077*** 0.0069 0.0023*** 

夫の一時所得 0.3278 0.1522 ** 0.0010 0.0005 * 0.3278 0.1522** 0.0012 0.0007* 

妻の現在所得（万円） 0.0384 0.4471 0.0018 0.0015 0.0384 0.4471 0.0017 0.0020 

月当たり生活費（万円） 0.0708 0.5902 0.0002 0.0019 0.0708 0.5902 0.0007 0.0027 

夫の職業：公務員 265.4703 147.8862 * 1.4291 0.4823 *** -265.4703 147.8862* 0.3662 0.6769 

夫の職業：自営業など 250.7422 127.8609 ＊本 1.8519 0.4266 *** 250.7422 127.8609** 1.3768 0.5987キキ

夫の職業：その他 -86.6297 664.5070 4.6623 2.1661 ** 86.6297 664.5070 2.7520 3.0398 

子どもの数 58.4982 51.4004 0.7435 0.1744 *** 58.4982 51.4004 1.0545 0.2447*** 

共働きダミー 93.2659 47.2009 ** 0.5956 0.1558求権＊ 93.2659 47.2009** 0.8429 0.2187*** 

夫の結婚年齢 0.4670 0.0389 *** 0.6223 0.0545*** 

第一子出産時夫の年齢 0.1557 0.0286 *** 0.1910 0.0401 *** 

住宅取得時期： 92～97年 2.9557 0.6808 *** 1.8159 0.9550** 

住宅取得時期： 98～99年 4.9501 0.6944帥＊ 3.4226 0.9742 *** 

住宅取得時期： 00～01年 6.1521 0.7025 *** 4.1696 0.9855＊＊キ

住宅取得時期： 02～03年 7.9042 0.7109 *** 5.8211 0.9972*** 

定数JJi 7.2097 297.4788 6.1643 1.3226 *** 7.2097 297.4788 21.0515 1.8558*** 

R' 0.2427 0.8131 0.2427 0.6257 

注 1）サンプル数385世帯。
2）世帯主の職業の基準値は、「民間の正規職員jである。「その他の職業」はパート、アルパイト、派遣非常勤、無職、家事、学生などを含む。
3) * * ＊、＊＊、＊は、それぞれ1%、5%、10%の有意水準で係数が有意であることを示す。

原因だと推測される。さらに、民間のサラリー

マンに比べ、公務員の住宅取得年齢が有意に低

いことも興味深い結果であるl九

5まとめ

本稿は、 7歳未満の子どもを持つファミリ一

世帯を対象に、彼らの住宅取得行動における親

世帯の経済援助の影響に焦点を当てた分析を行

なった。具体的には、流動性制約（頭金制約）

がある中で、親からの住宅資金援助が、子ども

世帯の住宅取得時期、頭金額および取得額にど

のような変化をもたらしているのかを分析した。

その結果、親からの住宅資金援助は、子ども

世帯の住宅取得時期を早め、住宅取得額および

頭金額を増やす効果があることがわかった。具

体的には、①住宅資金贈与額が1000万円増える

ごとに、頭金貯蓄年数は3.2年短縮される、②

住宅資金贈与が 1万円増えるごとに、住宅取得

額が9510円増えることなどがわかった。

現在、少子化の進行により、住宅需要が急速

に減少すると予想されているが、少子化は子ど

も1人当たりの親からの住宅資金援助を増加さ

せることから、住宅需要減少には一定の歯止め
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がかかるものと思われる。また、生前贈与を促

進するような制度改正は、住宅投資を刺激し、

マクロ的な景気刺激策として期待することがで

きる。つまり、親世帯が本来預金していたはず

の貯蓄やただ持っているだけの土地資産を子ど

も世帯にトランスフアーすることによって、住

宅市場に新たな需要が生まれ、有効需要が増え

ると考えられるのである。

＊本稿は厚生科学研究費補助金政策科学推進研究事業

「社会保障における少子化対策の位置づけに関する研

究」（主任研究者：勝又幸子）の研究成果であり、同補

助金より研究支援を得た。また、「住宅経済研究会J
(2006年12月20日）の参加者の方々、勝又幸子氏および

同補助金プロジェクトの各メンバーからは貴重なコメ

ントをいただいた。感謝を申し上げたい。

｝王

1）これまでは贈与税の基礎控除額が少なく、資産の

移転は遺産相続時に集中していた。 2003年 1月から、

住宅のための贈与に最大3500万円の控除が認められ

るようになり、生前贈与が行ないやすくなった。

2）ただし、該当調査の対象者は、未就学の子どもを

持つ世帯のみに限られている。これらのファミリ一

世帯は、ちょうど子どもの出生と成長を経験してい

て、より広く快適な家を求めるためにマイホームを

取得するニーズが高まる時期にいる。また、彼らの



親世帯のほとんどがちょうど退職期前後の年齢層で

あって、経済的にゆとりのある時期を迎えているた

め、子育て中の子ども世帯に支援を行なう経済力を

持っていると考えられる。

3）ただし、ここでの経済援助は、子ども世帯の住宅

取得を支援する目的のものかどうかは不明である。

4）例えば、住宅金融支援機構の場合には、年収に占

める年間返済額の割合が20%以下の住宅ローンしか

組めない。

5）ほかにも、兄弟姉妹の数、親の住居との距離、親

の学歴、親の住居が持家かどうかなどの変数を操作

変数として用いることが考えられるが、これらの変

数はいずれも生前贈与額との相関関係が統計的に有

意てるはなかった。

6）このアクセスパネルは住民基本台帳をベースに作

成しており、首都圏と阪神圏を合わせて約18万世帯

が登録されていることから、一定程度の代表性を確

保していると思われる。

7）末子の年齢別（ 0～5歳、 1歳刻み）母親の無業

率の単純平均値である。

8）「5分5乗方式jとは贈与を受けた金額を 5分の l

にして税額を計算し、その税額を 5倍して納税額を

算出する方式であり、最大550万円までの住宅取得資

金等の贈与には贈与税かからなし〉。夫婦がそれぞれ

の両親から贈与を受ける場合、最大1100万円が非課

税となる。なお、この制度（ 5分 5乗方式）は、

2003年12までの適用となっている。

9）第 1段階の標本選択関数（住宅取得関数）の推計

を行なう際には、世帯主の恒常所得、月当たり生活

費、夫の職業、子どもの数、共働きダミーを説明変

数としている。

10）親世帯の所得変数もあったものの、欠損値が多い

ため、その代理変数として、学歴や持家の有無ダミ

ーを用いることにした。

11）表4の推計結果と単純集計の結果がなぜ食い違っ

ているのであろうか。ひとつの可能性としては、単

純集計の結果では、ほかの変数の影響をコントロー

ルしていないため、住宅資金贈与の効果が他の変数

の効果に相殺されてしまい、差が出てこないことが

考えられる。もうひとつの可能性としては、住宅資

金贈与変数の内生性問題を考慮したことが結果に差

異をもたらしたことも考えられる。

12）推計結果が省略されているが、資金援助の確率

（予測値）は住宅取得時の年齢に有意な影響を与えて

いる。経済援助を受ける確率（予測値）が高い世帯

ほど、住宅取得時世帯主の年齢が若いことがわかる。

具体的には、 100%贈与を受けるだろうと予測される

世帯と、絶対に受けられないだろうと予測される世

帯との問に、住宅取得時において5.5歳の年齢差が生

じている。

13）公務員は収入や雇用の面で極めて安定している職

業であるため、金融機関から住宅ローン融資を受け

やすいことが、彼らの住宅取得時期を早めているの

ではないかと考えられる。
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海外論文紹介

土地利用規制が

住宅・土地価格に与える影響
Ihlanfeldt, K. R. (2007）“The Effect of Land Use Regulation on Housing and Land Prices，”Journal 

of Urban Economics, No. 61, pp. 420-435. 

はじめに

これまで、土地利用規制が住宅価格に与える影響

に関する研究は数多く行なわれてきたが、その影響

の大きさや用いられてきた分析手法、あるいはそも

そも土地利用規制が不動産価格に与える影響の有無

については議論の余地がある。

伊jえばQuigleyand Rosenthal (2005）は、この

種の研究で用いられてきた手法の問題点として、規

制の厳しさを測る指標（以下、 R指標とする）が外

生変数として扱われていること、住宅価格のデータ

が家主の推定によっており正確性を欠くこと、規制

の実態がR指標にうまく反映されていないことの 3

点を指摘している。

Ihlanfeldt (2007）は上記以外にもいくつかの改

善すべき点を述べている。まず、従来の研究は地域

の住宅市場状況を考慮していない。例えば消費者に

とって（異なる規制が適用されている周辺市も含め

て）近隣に多くの選択肢があれば、建設コスト上昇

につながる規制強化の、需要に対する弾力性は高ま

ると予測され、市場環境を考慮することが重要とな

る。また、既存研究は主に住宅を分析対象としてお

り、空地については研究実績が乏しい。一般に、規

制に伴う建設コストの上昇のしわ寄せは開発側にも

たらされ、規制によって未開発住宅地の価値は低下

すると考えられている。しかし一方で、規制は開発

可能な土地の供給を制限するため、地価上昇につな

を表す変数を導入することを新たな試みとして分析

を行ユなっている。

l推定式とデータ

用いられている住宅価格推定式は次式である。

lnP ＝βb十β，S十β2N+,Bsl＋β.R

＋β5(R＊非cities)+ /36 Y ＋β1M 

+ .Bs (M * dCBD）十β• (M * dCOAST）十ε（1)

P：取引価格

S：構造特性（建物専有面積の対数、土地面積

の対数、築年数）

N：近隣変数（各国勢調査区の平均所得、アフ

リカ系・ヒスパニック系住民の割合、借家

の割合）

J：市 (jurisdiction）の特性に関する制御変数

（人口変化率、政治形態、学校の状態、税率、

住民 1人当たり公共サービス支出額、大卒

者割合）

R：各市で採用されている土地利用規制手法の

数（R指標、表1参照）

#cities：郡内の市数

Y：取引年夕、ミ一変数（参照年は2000年）

M：郡ダミー変数

dCBD：物件と CED間の直線距離（MSA:Met-

ropolitan Statistical Areasに属する郡

内のデータについてのみ）

dCOAST：物件と海岸関の直線距離（沿岸部の

郡内のデータについてのみ）

がるとも考えられる。また、規制によって良好な住 分析対象地域はフロリ夕、州、物件取引時期は

環境が確保されれば地価は上昇する。住宅だけでな 2000～2002年で、データ出典は郡の課税台帳、国勢

く空地についても分析することで、規制が地価下 調査、州の金融局、都市計画調査である。推定式内

落・上昇のどちらの要因となり得るかが解明できる。 変数の政治形態とは市長制かシティ・マネージャー

以上のことを考慮して、 Ihlanfeldt(2007）では

R指標を内生変数として扱うこと、住宅・住宅地

（空地）双方を分析対象とすること、住宅市場状況
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制（市議会がシティ・マネージャーを任命し行政を

任せる制度）か、また学校の状態には、調査員が学

校を訪問し混雑状況を 5段階（ 0：混雑なし、 5: 



深刻な状況）で点数化したものを用いている。

2住宅価格推定分析

(1）式を用いて得られた結果を表2のω列に示す。

ここでは全データと住宅規模によって分割したデー

タに対する分析をそれぞれ行なっている。後者の分

析では、データを小規模（建物専有面積1349平方フ

ィート未満）、中規模（同1349以上2245平方フィー

ト未満）、大規模（同2245平方フィート以上）の 3

クラスに分類している。

全データに対する分析結果より、 R指標およびR

指標と郡内市数の積に対する係数はそれぞれ

0.156、一O.Ollで、ともに 1%水準で有意である。

これらの符号から、規制強化により住宅価格は上昇

するが、上昇の大きさは市数が多い郡内において小

さいことがわかる。これは消費者がより多くの選択

肢を持っていれば、需要に対する弾力性が高くなる

ことを示している。平均的な市数（ 7市）を有する

郡を想定した場合、 R指標が 1単位増加すると住宅

価格は7.7%上昇する。また、 R指標およびR指標

と郡内市数の積を外生変数として同じ回帰分析を行

なうと、両変数は 5%水準で有意となり、係数はそ

れぞれ0.022、一0.0015となる。これを平均的な郡に

あてはめて考えると、 R指標の 1単位の増加が住宅

価格を1.2%上昇させるに過ぎない。以上の結果か

ら、 R指標の住宅価格に対する影響は、内生変数と

して扱われる場合よりも外生変数として扱われる場

合のほうが大幅に小さいといえる。

住宅の規模別で分析した場合も、全データを一括

で分析した場合と同じ傾向の結果が得られている。

平均的な郡で考えると、 R指標の 1単位の増加は小

規模・中規模・大規模クラスの住宅価格をそれぞれ

9.5%、6.7%、3.8%上昇させる。さらにこれを各

クラスの住宅価格の平均値に適用すると、価格上昇

は8144ドル、 9015ドル、 1万461ドルとなる。また

この結果は、規制強化に伴う住宅価格上昇が住環境

の快適性向上によるものか、供給減少によるものか

を考察するのに有用である。一般に、土地利用規制

によって高められた快適性は正常財と考えるのが妥

表lー土地利用規制に関するデータ

規制を採用
土地利用規制の内容 している市

（%） 

農地保護政策 5.2 

開発影響費負担 55.4 

最低敷地規模規制 16.0 

空地確保地域 19.6 

人口・建物数制限 5.5 

環境保全地域 35.5 

開発者による公共施設提供 33.6 

特別都市サービス提供地域 17.1 

年間の建築許可限度 69.4 

建築の一時停止 8.9 

住宅開発に対する精査 11.3 

小規模開発に対する環境アセスメント 12.2 

無後退住宅牟禁止 72.5 

市の総数： 327

採用規制数の平均： 3.6

採用規制数が2以下の市の割合： 30.4%

採用規制数が4以下の市の割合： 73.0%

注）建物は区画地の各境界線から中央に向け後退して建てられるの
が通常であるが、隣家と建物の一方を接して建てること（無後
退）によって双方が広いスペースを取れるようにされた住宅。

当であろう。したがって、もレ快適性向上の効果が

強ければ、小規模住宅と比較して、大規模住宅では

規制強化によってより大幅に価格が上昇するはずで

ある。しかし、ここでは住宅規模に関わらず、同程

度の価格変化が起きることが明らかとなったので、

価格上昇は供給減少による部分が大きいと解釈でき

る。

次に市の特性を表す制御変数について考察する。

まず、市の政治形態は住宅価格に有意な影響を与え

ないことがわかり（小規模住宅のみ例外）、専門家

を有する自治体がより効率的な運営を行なうという

仮説が支持されなかった。また、学校の混雑が物件

価値を低下させるという結果も興味深い。フロリダ

州では最近、 1クラス当たりの児童数を減らすべき

かという議論が行なわれたが、物件価値も考慮すべ

き点であった可能性がある。最後に、借家人の割合

が高い地区で住宅価格が高いというのは意外な結果

であるが、これは立地の影響によると思われる。な
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表2 各回帰分析結果

よ~
(A) (B) (C) 

住宅価格全体
地価 建物面積 土地面積

小規模 中規模 大規模

R指標 0 .156＊ホ 0 .161 ** 0 .122** 0.112 。.139＊本 61. 049キ＊ 0. 019* 

R指標×郡内市数 ~o 011 ** 0. 009** 0.008ホ＊ 0. 010* NIA NIA NIA 

ln建物専有面積 0. 974料 0.762** 0.801** 1. 22** NIA NIA NIA 

In土地面積 0.040ヰキ 0.071料 0. 040** 0.024 0.627ネキ NIA NIA 

築年数 0.002 0.003＊ヰ 0.003** 0.002* NIA NIA NIA 

平均所得 0.003** 0.004ネ＊ 0.004** 0.001 0.025** 15.398＊キ -0.002 

アフリカ系住民割合 0.006** 0. 005** 0.006** 0.007** 0. 018** 6.240** -0.001 

ヒスパニック系住民割合 -0.002 0.003本＊ 0.002 0.007材 一0002 4.210 0.003牢＊

借家人割合 0.001 0.000 0.001** 0.001 0.014** 2.438 0.003** 

住民 1人当たり公共サービス
0.006 0.003料 0. 004** 0.008 0.014本＊ 3. 977** 0.002 

支出額／税率

シティー・マネージャー制ダミー 0.019 0.203キ＊ 0.018 0.007 0.257 93.781 0.062 

大卒者割合 0.507* 。762** 0.390** 0.523* 2. 262＊本 1918料 0.425 

学校の混雑状況 0.0428 0.041** 0.038** 0.044* 0.056 48. 222** 0.008 

データ数 68,029 17' 028 33' 631 17 ,420 75' 075 19' 120 19' 120 

R' 0.68 。.56 0.44 0.54 0.63 0.34 0.19 

注 1) *: 5 %有意、＊＊： 1 %有意、 NIA：モデノレに投入されていない変数。

2）紙幅の都合により、本稿で考察対象となっている変数を中心に掲載している。

ぜなら借家の多い共同住宅は利便性の高い地区に多

く存在し、そのような地区は物件価格が高いからで

ある。

3地価推定分析

Ihlanfeldt (2007）では、（1）式から建物に関する

項を除いた推定式を用いている。結果は表2の（同列

に示している。 R指標が 1単位増加すると地価は約

14%下落する。これは平均地価に換算すると 1エー

カー当たり 1万6000ドルの下落に相当する。またR

指標を外生変数として扱うと、 R指標の価格に対す

る影響力は縮小する。土地利用規制強化が住宅価格

規制の厳しい地域では大規模な住宅が供給される可

能性が高いと考えられる。そこで土地利用規制が新

築住宅規模にどのような影響を与えるか分析する。

建物専有面積、土地面積をそれぞれ被説明変数とし、

説明変数には住宅価格推定で用いた変数に加え、世

帯収入と世帯人員数を用いた。ここで分析対象とし

た物件は1995～2002年に新たに建設された住宅であ

る。各世帯の収入、人員数のデータは得られないた

め、 2000年国勢調査の調査区内平均世帯収入、人員

数を代替変数として用いた。結果は表 2の（C）列に示

している。

この結果から、 R指標が 1単位増加すると建物専

を上昇させ、地価を下落させるという結果をあわせ 有面積は61平方フィート増加することがわかった。

て考えると、規制強化は開発者のコストを増大させ、 これは平均的規模の住宅で考えると約 3%の面積増

また、住宅価格の上昇分は開発コストの上昇分を相

殺しないことがわかる。

4土地利用規制の住宅規模に対する影響分析

もし開発者が、開発コスト上昇分は経済力のある

大規模住宅購入者には転嫁しやすいと考えるなら、

40 季刊住宅土地経済 2007年秋季号

加である。また土地面積については、 R指標が 1単

位増加すると0.019エーカー増加し、これは平均的

規模の住宅で考えると5.7%の増加に相当する。ま

た、ここでの分析と住宅価格推定分析で得られたR

指標の係数から考察すると、 R指標の 1単位増加は

物件価格を約3.1%増加させるといえる。



おわりに

Ihlanfeldt (2007）により主に以下の新しい知見

が得られている。

まず、土地利用規制が物件価格に有意な影響を与

えていること、また、従来R指標が外生変数として

扱われてきたことで、規制の価格に対する影響が過

小評価されていた可能性があることがわかった。次

に規制が住宅の入手しやすきに与える影響は、消費

者に与えられた選択肢の数によって異なり、規制状

況が異なる地域の住宅も購買の候補であれば、ある

地域が規制を変更しでも住宅の入手しやすきに与え

る影響は小さいことが明らかとなった。最後に、規

制強化は住宅の供給・需要サイドのどちらに影響を

与えるかという点についてである。この点、に直接関

係する分析は行なわれていないが、結果からいえる

ことは、規制強化に伴う開発コスト上昇は、住宅価

格上昇よりも大きいということである。したがって、

需要サイドよりも供給サイドにより大きな影響を与

える可能性が高いと考えられる。

投稿論文募集

以上、土地利用規制が住宅価格および地価に与え

る影響に関する論文を紹介した。上記のように、

Ihlanfeldt (2007）によって明らかになった点は多

く、また日本でも適用可能な手法であり、大いに参

考になると思われる。一方で、取り組むべき課題も

残されている。例えばIhlanfeldt(2007）では規制

を一律に扱い、適用されている規制の数を規制の厳

しさを表す指標としているが、一概に規制といって

も、その目的や効果はさまざまである。したがって、

規制を類型化するなどして、規制の内容について考

慮していくことも重要であろう。
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センターだより

⑨新刊のご案内

『居住選択における男女差の検証』

1,800円（税込）

「住宅・土地統計調査」（総務

省）、「住宅需要実態調査J（国土

交通省）をはじめとする住宅に関

する国の統計調査では、住宅事情

や住環境、居住世帯の現状などが

主たる調査内容となっている。居

住ニーズや居住実態をめぐる男女

差については、母子世帯や高齢単

身世帯などに関して、福祉政策の

観点、から限定的に論及された例は

あるものの、全体像の体系的把握

はなされてこなかった。

本リポートは、近年、女性単身

世帯など女性を世帯主とする世帯

が増加していることに鑑み、居住

実態や居住選択行動の男女比較が

可能なデータについて、性別と他

の要因とのクロス集計分析を中心

とした調査結果を取りまとめたも

編集後記

2008年北京オリンピック、その 2

年後には上海国際博覧会を控え、上

海の街は、鉄道、道路やオフィスビ

ル、ホテル、マンションなどの建設

が急ピッチで進んでいた。

しかし、高層ビルの谷聞には崩れ

かけた古いアパート群が残り、そこ

には一般市民の生活があった。ブラ

ンドのブティックが並ぶ大通りから

一歩裏に入れば、自転車に載せた野

菜や魚貝が路上で売られ、また地方

からの出稼ぎと思しき人が、交差点

で止まった車のドライパー相手に物
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のである。「住宅需要実態調査」

の個票データを活用して特別集計

を行ない、さまざまな角度から住

宅需要の男女差の実態を浮かび上

がらせることにより、世帯構造、

年齢、収入等の要因との関わりに

着目して多面的に分析した。結論

部では、住宅需要に男女差が生じ

る要因について、年齢階級別、収

入階級別に総括するとともに、そ

れを踏まえて今後の「住宅需要実

態調査jへの示唆として、世帯類

型の概念規定を精微化し、住宅取

得にかかわる資金調達の実態や居

住と就業の関係変化を明確に把握

するための新規設問の必要性を、

提案している。

本リポートが活用され、居住選

択の実態と要因がさらに深く研

究・精査されることを期待したい。

⑨お知らせ

平成19年 5月15日、（財）日本

を売り歩く。派手なデザインの高層

建築が林立するその足元で、日常的

な交通渋滞があり、インフラ整備も

追いつかない。これが今夏に垣間見

た居住人口1800万の上海だ。

住宅総合センターの評議員会およ

び理事会が開催され、「平成18年

度事業報告および収支決算Jの承

認、「平成19年度事業計画および

収支予算」の決定、役員および評

議員の選任がなされました。

平成19年 6月1日現在の役員お

よび評議員は以下のとおり。
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